
&
ト
均
支
局
、
。
ル

第
三
十
九
巻

第
三
競

昭
和
五
十
五
年
十
二
月

護
行

明

命

均

田

例

の

周

港

棲

井

由

身ヨ

雄

目

次

は

じ

め

に

一
明
命
期
に
お
け
る
公
国
典
質
問
題
の
慮
理

二
明
命
期
に
お
け
る
国
土
の
把
撞
欣
況

三
明
命
期
に
お
け
る
人
了
の
把
握
吠
況

四
里
長
の
成
立
と
意
義

五
明
命
均
田
例
の
分
析

お

わ

り

に

=-1 ニ

は

じ

め

第
一
次
・
第
二
次
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
抗
戦
力
の
中
核
を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
共
同
睦

の
成
蛮
と
、
そ
の
内
部
の
階
層
分
化
及
び
流
民
の
析
出
過
程
に

つ
い
て
、
筆
者
は
一
九
七
三
年
以
来
、
九
編
の
論
文
を
護
表
し
て
き
刻
。

こ
れ

コ
Y
Jテ
イ
墨

y

ら
の
諸
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
共
同
韓
結
合
の
基
盤
を
公
団
の
占
有
持
分
権
を
有
す
る
小
農
集
固
と
と
ら
え
、
十
五
世
紀

463 
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ト
ウ
デ
イ

品
ソ

末
に
、
本
来
、
園
家
の
課
租
回

(
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
十
八
世
紀
ま
で
私

田

は
克
税
田
で
あ
る
)
・
高
級
官
僚
の
た
め
の
俸
帳
田
と
し
て
設
定
さ
れ
た

公
団
が
、
十
七
・
八
世
紀
を
通
じ
て
、
村
落
内
小
農
集
圏
に
よ

っ
て
洪
有
固
化
す
る
遁
程
を
論
述
し
た
。
村
落
に
よ
る
公
田
管
理
の
完
成
は、

4

p
y
 

嘉
隆
三
年
(
一

八
O
四
)
の
嘉
隆
均
田
例
に
お
い
て
明
確
に
表
現
さ
れ
引
。

遁
設
に
よ
れ
ば
、
十
九
世
紀
中
葉
、
明
品川
年
間
(
一
八
二

O
J
一
八
四
O
)
に
越
南
帝
圏
内
部
の
中
央
官
僚
制
度

・
地
方
行
政
制
度
な
ど
に
、

中
央
集
権
化
へ
の
努
力
が
み
ら
れ
た
と
い
引
r

で
は
、
官
僚
組
織
上
の
政
治
的
中
央
集
権
化
の
動
き
は
、
自
律
的

・
閉
鎖
的
と
さ
れ
る
、
村
落

共
同
臨
に
い
か
な
る
影
響
を
興
え
た
だ
ろ
う
か
。
前
近
代
社
舎
に
お
け
る
政
治
的
中
央
集
権
化
は
果
た
し
て
祉
禽
的
中
央
集
権
化
を
も
た
ら
す

だ
ろ
う
か
。

付 ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
主
と
し
て
明
命
帝
治
下
の
中
央
政
府
と
村
落
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
匂
ι

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
祉
・
村
が
同
時
代
の
中
園
の
村
落
に
比
し
て
、
よ
り
結
集
力
が
高
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

|
|
凝
集
性
。

祉
と
祉
の
相
互
関
係
は
、
社
と
そ
の
上
級
の
行
政
皐
位
で
あ
る
府
鯨
や
朝
廷
と
の
関
係
に
比
べ
て
著
し
く
弱
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

|
|
孤
立
性
。

- 2 ー

(二)同

社
内
の
現
質
的
な
支
配
擢
力
は
、

豪
目
一
酌
に
よ
る
曾
議
川
町新
配
軒
町
)
に
あ

っ
た
。

地
方
行
政
組
織
と
し
て
の
祉
の
首
長
で
あ
る
里
長

居
の
役
割
は
、

徴
税
や
朝
廷
の
命
令
の
傍
達
等
、

村
落
と
園
家
の
媒
介
を
果
す
に
す
ぎ
ず、

地
方
行
政
長
官

(
知
府
・
知
脈
)
は
も

っ
ば

ら
村
落
開
封
立
の
調
停
者
の
役
割
を
果
た
し
た
。

|

|
自
律
性
。

ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
が
、
通
設
の
如
く
、

凝
集
性

・
孤
立
性

・
自
律
性
を
有
す
る
こ
と
は
認
防
る。

。。

し
か
し
、
そ
れ
は
政
府
に
到
す
る
牢
濁
立
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
村
落
は
中
園
の
よ
う
に
軍
事
村
落
で
あ
っ

た
わ
け
で
も
な
く
、

村

落
の
小
朝
廷
と
い
え
ど
も
、
税

・
賦
役
か
ら
村
民
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
貼
を
強
調
す
る
。

ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
控
え
目
な
村
落

・
園
家
関
係
の
理
解
に
射
し
、
ポ
プ
キ
ン
は
園
家
行
政
機
構
の
最
下
部
と
し
て
の
村
落
の
意
味
を
積
極
的

n
y
 

に
許
慣
す
引
。
ポ
プ
キ
ン
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
園
家
は
中
園
や
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
園
に
比
し
て
よ
り
強
力
に
村
落
内
に
干
渉
し
た
と
す
る
。

そ



の
例
と
し
て
、
中
央
か
ら
、
仮
遣
さ
れ
る
丈
量
役
人
、
小
農
維
持
の
た
め
の
公
団
制
、
土
地
占
有
権
の
移
動
を
め
ぐ
る
無
数
の
規
制
、
社
長
の
公

品川守

認
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ポ
プ
キ
ン
に
と
っ
て
は
か
の

「王
法
も
村
躍
に
は
か
な
わ
な
出
と
い
う
有
名
な
僅
諺
も
村
落
内
の
紛
争
・
を
官
吏
に
迭

ら
な
い
た
め
の
便
宜
的
な
措
置
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
村
落
の
自
律
性
と
は
、
最
下
部
行
政
機
構
の
能
率
と
安
定
化
の
た
め
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
。

雨
氏
の
見
解
は
、
園
家
の
村
落
内
不
干
渉
を
理
想
化
し
て
思
念
し
が
ち
な
従
来
の
通
説
に
射
し
て
は
、

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に

一
つ
の
新
し
い
見
地
を
示

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
立
論
は
十
五
世
紀
以
降
の
村
落
共
同
陸
の
設
展
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
筆
者
の
覗
貼
か
ら
は
次
の
三
黙
に
お

い
て
賛
同
し
え
な
い
。
第
一
に
南
氏
と
も
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
共
同
瞳
を
非
歴
史
的
に
停
統
的
に
存
在
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
こ
れ
を
同
じ
く

非
歴
史
的
に
存
在
す
る
停
統
的
園
家
と
針
比
さ
せ
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
ウ
ヅ
ド
サ
イ
ド
は
嗣
徳
に
い
た
る
八
十
年
聞
の
史
料
を
、

→ '3一

護
展
過
程
を
無
視
し
て
自
在
に
引
用
し
、
ポ
プ
キ
ン
に
い
た

っ
て
は
十
九
世
紀
村
落
の
説
明
に
十
七
世
紀
の
法
例
を
用
い
る
。

第
二
に
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
、
ポ
プ
キ
ン
と
も
に
村
落
共
同
盟
を
構
成
す
る
諸
要
素
、

ま
た
は
そ
の
個
々
の
具
睦
的
な
機
能
に
関
す
る
歴
史
祉
禽

率
的
な
分
析
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
村
落
の
長
と
い

っ
て
も
里
長

・
副
里

・
郷
長
・
祉
巡

・
看
守
等
、
地
域
差
を
と
も
な

っ
た
無
数
の
役
職
が
あ
り
、
ま
た
共
同
所
有
と
い
っ

て
も
、
公
団
的
土
地
所
有
・

祉
民
団
土
・
把
田
・
祭
田
・

香
火
回
、
さ
ら
に
在
社
田
土
と

其
在
国
土
の
差
が
あ
り
、
各
項
は
そ
の
成
立
・
護
展
に
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
有
し
、
ま
た
そ
の
機
能
も
様
々
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
盟
諸

要
素
の
機
能
を
で
き
う
る
限
り
、
網
羅
的
に
分
析
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
軽
々
に
村
落
園
家
関
係
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
三
に
南
氏
と
も
立
論
の
基
礎
と
な
る
史
料
が
ほ
と
ん
ど

p
・
オ
リ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
時
代
人
の
報
告
に
撮
り
す
ぎ
て

い
る
。
な
る
ほ
ど
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は

『
大
南
寒
録
』
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
側
史
料
を
随
所
に
用
い
て
は
い
る
が
、
い
ず
れ
も
洛
意
的
な
引
用
と
い
う

A
Aマ

お
そ
ら
く
こ
の
史
料
的
な
限
界
が
、
ハ
円
及
び
∞
の
固
定
的
か

つ
安
易
な
把
握
を
絵
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
引
。

批
判
を
兎
れ
え
な
い
。

465 

本
論
に
お
い
て
筆
者
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
共
同
盟
紐
帯
の
も
っ
と
も
具
位
的
な
表
現
で
あ
る
公
団
制
の
明
命
年
聞
の
饗
質
を
考
え
る
。

筆
者
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は
前
稿
「
嘉
隆
均
回
例
の
分
析
」
に
お
い
て
、
十
九
世
紀
初
頭
の
段
階
に
お
い
て
は
、
公
団
は
も
は
や
そ
の
本
来
の
固
有
田
と
し
て
の
性
格
を

失
な
い
、
村
落
管
理
の
共
有
国
と
し
て
の
色
影
を
深
め
た
と
し
、
た
だ
そ
の
分
給
秩
序
の
中
に、

園
家
秩
序
の
村
落
内
へ
の
強
制
と
し
て
の
側

品
沿
切，

面
を
残
す
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
嘉
隆
公
団
と
近
世
公
団
(
フ
ラ
ン

ス
植
民
地
下
の
公
田
)
と
の
中
聞
に
位
す
る
明
命
均
田
例
の
歴
史
的
な
課
題

は
、
こ
の
園
家
秩
序
の
強
制
と
い
う
側
面
が
い
か
に
村
落
に
よ
っ
て
乗
り
こ
え
ら
れ
る
か
で
あ
る
。

明
命
期
に
お
け
る
公
団
典
賀
問
題
の
慮
理

筆
者
は
嘉
隆
均
田
例
施
行
期
(
一
八
O
五〉

に
お
い
て

ω公
団
典
買
の

一
般
化
、

、川
匂

と
い
う
園
家
に
よ
る
公
団
管
理
を
阻
擬
す
る
三
敗
況
の
存
在
を
指
摘
し
匂
こ
の
三
献
況
は
そ
の
ま
ま
、
嘉

ハ
門
各
村
落
に
お
け
る
公
団
比
率
の
多
様
性
、

国
土
地

人
丁
の
正
確
な
把
握
が
不
可
能
、

隆
均
回
例
に
お
け
る
村
落
の
公
国
管
理
の
推
進
を
直
接
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
は
先
ず
明
命
期
の
公
団
制
を
考
え
る
前
提
と
し

て
、
こ
れ
ら
の
諸
傾
向
が
明
命
期
に
お
い
て
も
ひ
き
つ
づ
き
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。

- 4ー

先
ず
各
州
落
に
お
け
る
公
団
比
一
俗
で
あ
る
が
、
紅
河
デ
ル
タ
村
落
に
お
い
て
は
、

嘉
隆
期
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
ほ
ぼ
嬰
化
が
な
い
と

ん
日
子

考
え
ら
れ
る
。
東
洋
文
庫
に
持
来
さ
れ
た
嘉
隆
四
年
(
一
八
O
五
)
地
簿
の
内、

九
種
は
成
泰
元
年
(
一
八
八
九
)
の
も
の
と
合
綴
に
な
っ
て
お

A
H
w，
 

，内
U
、

り
、
十
一
種
は
明
命
十
二
年
(
一
主
三
〉

十
二
月
に
再
開
が
な
さ
れ
た
記
載
を
も
っ
て
い
る
。
嘉
隆
四
年
地
鱒
と
成
泰
元
年
地
簿
を
比
較
す

る
と
、
公
私
回
総
数
、
各
地
分
ご
と
の
公
私
田
数
と
も
に
ほ
と
ん
ど
嬰
化
が
な
い
。
こ
れ
は
地
簿
が
近
代
的
な
不
動
産
登
記
簿
と
異
な
り
、
地

租
の
徴
税
基
帳
で
あ
る
た
め
、
権
力
に
と
っ
て
は
一
定
の
税
額
さ
え
確
保
さ
れ
れ
ば
、
個
々
の
回
数
の
嬰
化
に
は
関
心
を
も
た
な
い
こ
と
を
示

4
り

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
と
よ
り
こ
の
数
字
の
無
襲
化
は
、
寅
際
の
公
回
数
が
一
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
ペ
。
し
か
し
、

権
力
の
建
前
で
は
公
回
数
は
常
に
一
定
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
建
前
の
数
字
が
八
十
年
に
わ
た

っ
て
地
簿
上
に
艦
承
さ
れ
て
い
る
貼
は
、

明
命
期
と
い
え
ど
も
権
力
に
よ
る
公
田
賀
態
の
把
握
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

公
団
は
本
衆
不
可
譲
渡
性
を
そ
の
重
要
な
属
性
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
繋
朝
刑
律
に
よ
っ
て
そ
の
買
買
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、

賓
態
は



A
N
w
，
 

A
川
や

十
八
世
紀
以
降
、
典
貰
と
い
う
形
を
と
っ
て
一
般
化
し
て
い
た
。
こ
の
公
団
典
買
が
嘉
隆
二
年
(
一
八
O
一二
)
に

①
公
事
緊
用
の
場
合
、

年
年
期
に
限
っ
て
、
③
村
落
が
私
人
に
典
買
す
る
と
い
う
三
候
件
以
外
の
全
て
が
禁
止
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

嘉
隆
明
命
雨
期
に
わ
た

っ
て

一

A
平

'n
u、

般
化
し
て
い
た
こ
と
は
前
論
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
明
命
年
聞
に
お
い
て
、
村
落
内
有
力
者
層
〈
彊
豪
|
|後
述
〉

に
よ
っ
て
、

嘉
隆
二
年
例
の
三
候
項
を
逆
利
用
し
た
公
団
典
買
が
盛
ん
に

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀

巻
五

四

明

命
九
年
九
月
に、

領
営
団
使
庇
公
著
上
疏
、
請
除
ヨ
豪
之
弊
、
:
:
:
向
来
言
事
者
、
毎
障
問
答
於
官
吏
、
市
不
知
多
在
於
弓
豪
。
官
吏
之
害
十
之
二
三
、
弓
豪

之
害
十
至
八
九
Oi---(弓
豪
は
)
故
公
然
無
所
忌
惇
、
所
在
互
相
雄
長
、
専
利
致
富
、
欺
弄
官
吏
、
以
遂
其
私
。
諸
有
公
団
公
土
者
、
往

往
託
事
雇
借
、
震
自
肥
之
計
。

② 

と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
わ
か
る
。
庇
公
著
は
こ
の
原
因
を
嘉
隆
二
年
例
に
あ
る
と
し
て
、

「公
田
土
雇
借
之
例
」
の
底
止
を
請
願
す
る
。
と
こ

- 5一

ろ
が
こ
れ
に
射
し
て
、
同
僚
は
、

疏
下
廷
臣
閲
議
。
以
魚
豪
彊
積
弊
、
欺
弄
百
端
、
正
其
罪
以
警
之
、
自
無
不
可
。
惟
公
団
土
例
得
雇
借
、
所
以
済
民
之
念
、
而
所
需
必
以

公
事
、

定
限
止
於
三
年
。
園
初
立
法
、
遁
饗
宜
民
、
足
魚
経
常
之
典
。
彼
豪
右
者
、
自
専
其
利
、
乃
人
魚
之
弊
、
非
法
之
不
善
也
。
況
北

域
全
轄
之
大
安
、
必
無
一
二
抱
欠
之
民
。
若
借
耕
国
土
、
一
葉
禁
止
、
則
富
者
因
不
難
於
支
耕
、
市
貧
者
賂
不
菟
於
措
据
。
誠
恐
欲
救

弊
、
而
失
於
過
嘗
也
。
今
請
如
奮
制
行
之
、
而
申
明
候
禁
、
以
杜
遊
移
之
弊
、
斯
可
実
。

帝
然
之
。

と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
公
田
土
例
が
雇
借
を
認
め
る
の
は
貧
者
の
便
宜
の
震
に
つ
く
ら
れ
た
良
法
で
あ
る
か
ら
、
雇
借
例
は
そ
の
ま
ま
に

し
て
、
そ
の
制
限
篠
項
(
公
事
に
あ
た
っ
て
三
年
に
限
る
〉
を
遵
守
す
れ
ば
問
題
は
な
い
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、

彊
豪
の
公
団
輩
食
を

問
題
と
す

る
よ
り
、
村
落
社
舎
の
安
定
化
、
現
朕
維
持
を
志
向
す
る
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
る
。

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀
巻
一
一
九
明
命
十
五
年
(
一

八
三
四
)
二
月
に
は
、

清
一
剛
署
按
察
室
崎
彦
請
安
摺
言
、
省
轄
公
回
、
向
来
祉
民
、
或
因
公
事
、
或
逼
私
債
、
郷
移
雇
買
、
名
篤
均
回
、
寒
信
用
豪
彊
所
有
。

請
、
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凡
公
団
前
鰹
雇
寅
者、

交
民
照
例
均
給
、
則
貧
者
得
以
食
力
於
農
。
而
富
者
亦
無
粂
併
之
患
。

と
あ
る。

こ
こ
で
は
、
村
落
有
力
者
が
公
団
を
購
入
し
て
私
固
化
す
る
の
を
改
め
よ
う
と
し
て
、
買
買
の
封
象
と
な
っ

た
公
団
は
全
て
浸
牧
し

て、

再
び
均
回
し
よ
う
と
す
る
護
想
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
劃
し
て
明
命
帝
は
、

帝
議
日
:
:
:
且
田
制
経
有
例
定
、
如
確
見
。
公
団
曾
経
雇
買
、
蕊
交
民
均
給
、
行
之
果
属
安
便
、
宜
輿
巡
撫
布
政
商
関
、
不
便
則
止
。

と
し
て
、
そ
の
嘗
否
を
巡
撫

・
布
政
の
商
議
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
こ

の
後
の
『
大
南
寒
録
』
『
大
南
禽
典
事
例
』

『
明
命
政
要
』
等
に
は
蔑
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
先
の
明
命
九
年
の
庇
公
著
の
上
疏
と
同
じ
く
、

現
朕
安
定
の
た
め
に
不
裁
可
に
な

っ
た

と
す
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
も
公
団
典
買
問
題
は
基
本
的
に
は
嘉
隆
例
の
遵
守
に
よ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
明
命
九
年
上
奏
の
如
き
公
団
典
買
の

一
括
禁
止
、
ま

た
と
え
ば
、

『大
南
寒
録
』
第
三
紀

各
四
四

- 6 ー

た
は
明
命
十
五
年
の
上
奏
の
よ
う
な
典
頁
公
団
の
強
制
的
な
均
給
が
な
さ
れ
た
形
跡
は
な
い。

紹
治
四
年
十
一
月
に
は
、

申
定
雇
借
公
田
土
例
。
先
是
南
定
布
政
繋
謙
光
摺
奏
、

公
団
公
土
乃
一

郷
公
利、

近
来
豪
右
里
役
、

多
托
稽
公
、
消
逼
同
典
雇
、
税
例
復

分
補
社
民
賠
納
。
請
、
凡
雇
契
須
報
官
篤
想
、
以
鮭
弊
賞
。

と
あ
っ
て
、
公
団
公
土
の
典
買
は
や
む
を
え
な
い
も
の
と
し
て
も
、
官
の
許
可
制
度
を
導
入
す
れ
ば
、
村
落
内
有
力
者
の
不
法
な
典
買
を
防
ぐ

こ
と
は
で
き
る
と
す
る
上
奏
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
上
奏
に
劃
す
る
官
の
反
躍
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
、

下
戸
部
議
、
請
遵
嘉
隆
年
定
例
、
凡
公
団
公
土
不
得
断
賓
雇
買
。
若
確
有
緊
重
公
務
嘗
雇
借
者
、

社
内
郷
自
民
戸
等
、

舎
費
記
指
、
契
内

須
明
戯
事
、

由
年
限
税
例
、
由
借
耕
人
受
納
。
不
必
鰹
官
愚
批
、
以
省
多
事
。

と
し
て
、
嘉
隆
例
に
お
い
て
も
、
社
内
の
郷
目
層
が
連
名
記
指
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
あ
え
て
官
を
通
じ
て
事
務
を
繁
雑
に
す
る
こ
と
は
な
い
と

合
M
一

h
vト

す
る
。
し
か
し
、
繋
謙
光
の
上
奏
交
で
は
こ
の
「
豪
右
・
霊
役
し
を
公
団
不
正
典
賓
の
元
凶
と
し
て
指
揮
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
戸
部



同
帥

た
だ
現
肢
の
維
持
を
繰
、返
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
十
九
世
紀
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
記
録
に
は
保
甲

・
社
倉
な
ど
中
園
的
な
地
方
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
地
方
官
と
、
こ
れ
を

帥

疑
問
と
す
る
中
央
の
見
解
と
の
劃
立
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
。
田
土
典
買
に
関
す
る
限
り
、
明
命
期
以
降
の
中
央
権
力
の
政
策
は
、
統
制
事

務
の
繁
雑
を
理
由
と
し
て
、
奮
法
を
墨
守
す
る
、
す
な
わ
ち
事
賃
上
は
村
落
内
有
力
者
層
の
公
団
奥
責
|
|
私
物
化
を
黙
認
す
る
方
向
に
準
む

の
で
あ
る
。

の
回
答
は
、
問
題
の
本
旨
を
無
視
し
、

p
・
オ
リ
イ
は
十
九
世
紀
末
の
公
団
が
、
村
落
の
負
債
の
た
め
に
三
年
に
限
っ
て
質
入
れ
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
利
子
は
三
三

伺

パ
ー
セ
ン
ト
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
嘉
隆
帝
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
す
る
が
、
こ
の
明
命
期
の
公
団
典
買
政
策
は
嘉
隆
公
団
を
近
世
公
団
に
つ

な
ぐ
パ
イ
プ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

園
家
権
力
に
よ
る
土
地
の
把
握
は
回
簿
(
地
簿
)
を
基
礎
と
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

同

ほ
ぼ
八
十
年
に
わ
た
っ
て
更
改
の
あ
と
が
見
ら
れ
な
い
。

『
大
南
寒
録
』
第

一
紀

し
か
し
先
に
み
た
よ
う
に
、

現
存
す
る
地
簿
は

- 7ー

明
命
期
に
お
け
る
田
土
の
把
握
賦
況

巻
六

O

嘉
隆
十
八
年
(
一
八
一
九
)
十
二
月
に
は
戸
部
の
諸
城
銀
地
丁
穂
般
の
報
告
が
あ
る
が
、
こ
の
内
紅
河
デ

ル
タ
諸
省
の
公
私
田
土
敷
(
『
大
南
一
統
志
』
北
折
の
数
字
も
同
じ
で
あ
る
)
を
、
『
大
南
一
統
輿
園
』
に
載
る
嗣
徳
十
四
年
(
一

八
六
一

)
の
そ
れ

〈
『
野
史
輯
』
附
「
封
域
税
額
」
の
数
字
も
同
じ
で
あ
る
)
と
比
較
し
て
み
る
〈
表
I
Y
こ
の
内
嗣
徳
十
四
年
の
河
内
・
輿
安
・
南
定
と
寧
卒
が
そ
れ

ぞ
れ
一
高
畝
近
く
増
加
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
明
命
九
年
(
一
八
二
八
)
十
月
に
南
定
省
建
昌
府
銭
海
豚
が
析
置
さ
れ
、
海
面
干
拓
に
よ
っ

帥

て
一
高
八
九
七
徐
畝
の
田
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
明
命
十
年
(
一

八
二
九
)
寧
卒
省
安
寧
府
に
金
山
鯨
一
高
四
六
二
O
畝
が
造
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ

同
ろ
う
。
こ
の
南
者
を
例
外
と
し
て
除
く
と
、
紅
河
デ
ル
タ
の
殆
ど
の
地
域
で
は
国
土
の
捕
捉
率
が
、
む
し
ろ
低
下
し
て
い
る
こ
と
に
気
附
く
。

表

H
で
み
る
よ
う
に
、
人
丁
の
捕
捉
率
は
こ
の
間
増
大
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
耕
田
の
絶
封
量
が
減
少
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
や
は
り
、
積
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銀名 | 嘉雑隆1…私1 省名 | 嗣徳14年私 (附
公 回 数 公回数

海 陽 535，500畝 海 陽 425，547畝

山 西 475，800畝 IlJ 西 323，098j]tI 
京 北 595，500畝 :lt 寧 450， 103畝

懐山南上 ・下徳 1，097，100畝 河安 ・南内・興定 1，109，596畝

清 卒 120，800畝 寧 卒 132，855畝

言十 2，824，700畝 2，441，199畝

表 Iった。

極
的
な
田
土
調
査
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
.
へ
き
で
あ
ろ
う
。

同

し
た
が

っ
て
玩
朝
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
に
は
贋
範
な
無
登
録
田
が
分
布
し
て
レ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

ラ
ウ
J

テ
イ
エ
ン

を
漏
田
と
よ
ぶ。

嘉
隆
十
二
年
(
一

八
二ニ〉

頒
行

の

『
皇
越
律
例
』
巻
六

戸
律
田
宅

「歎
隠

田
糧
」
は
こ
の
漏
田
に
つ
い
て

一
畝
至
五
畝

凡
歎
隠
田
糧
金
不
報
戸
入
冊
、
脱
漏
版
籍
者

一
際
銭
根
倶
被
埋
投
故
計
所
隠
之
回
、

答
四
十
、
毎
五
畝
、
加

一
等
罪
、
止
杖
一
百
。
其
脱
漏
之
田
入
官
、
所
隠
税
糧
依
畝
数
額
数
年

数
線
約
其
数
徴
納
。

と
し
て
、

一
畝
ご
と
に
巌
し
い
刑
罰
が
定
め
ら
れ
、
漏
回
は
浪
牧
入
官
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
滞
納

税
額
は
滞
納
年
分
を
支
梯
う
こ
と
と
さ
れ
る。

し
か
し
こ
の
法
令
が
有
数
に
施
行
さ
れ
た
と
は
考

- 8一

え
ら
れ
な
い
。

『
大
南
寒
銭
』
第
一

紀

嘉
隆
九
年
〈
一
八

一
O
)
十
月
に
は

巻
四

定
瞬
間
漏
国
土
耕
徴
例
。
凡
回
土
有
耕
無
徴
者
、
詑
以
設
費
之
年
著
簿
起
徴
。
叉
按
遺
漏
自

一

二
三
年
追
放
租
税
。
多
至
四
五
年
以
上
、

亦
只
以
三
年
魚
限
。
其
隠
漏
盛
田
土
、

聴
先
徴
者

得
之
。
若
無
人
徴
、
私
田
土
給
主
、
公
田
土
輿
民
、

誼
聴
耕
徴
如
例
。

と
あ
り
、
漏
回
は
設
費
の
年
に
簿
に
入
れ
て
納
税
さ
せ
る
が、

そ
の
滞
納
の
期
聞
は
三
年
に
限
ら

れ、

し
か
も
そ
の
回
は
入
官
さ
れ
ず
に
、
そ
の
田
租
を
納
税
し
た
も
の
に
興
え
ら
れ
た
。
た
だ
納

税
者
の
い
な
い
私
国
土
は
原
占
有
主
に
還
さ
れ、

公
団
土
は
民
に
分
給
耕
作
さ
せ
る
こ
と
と
な

で
は
こ
れ
ら
硬
軟
い
ず
れ
の
法
が
現
質
的
に
意
味
を
も
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『大
南
寒
録
』
第

一
紀

巻
五
六

嘉
隆
十
六
年
(
一八



七
)
七
月
に
、

戸
部
奏
言
、
嘉
隆
九
年
例
定
、
九
遺
漏
回
土
、
護
費
年
月
雄
多
、

而
退
牧
税
額
、
亦
只
以
三
年
篤
限
。
較
之
律
候
所
載
、
歎
隠
団
組
、
照

依
年
分
職
納
、
雨
不
相
符
。
帝
目
、
律
如
此
重
点
矢
。
依
例
行
之
。

帥

と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
あ
き
ら
か
に
『
皇
越
律
例
』
の
規
定
は
重
課
に
す
ぎ
る
と
し
て
嘉
隆
九
年
例
が
定
例
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
納
税
分
を
三
年
に
限
る
こ
と
の
み
が
、

強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
嘉
隆
九
年
例
で
よ
り
重
視
す
べ
き
は
入
官
波
放
と

さ
れ
て
い
る
漏
田
が
「
先
徴
者
得
之
」
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
命
年
聞
に
入

っ
て
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
官
回
庄
案
が
次
々
と

一
般
民
田
に

品
目
ザ

改
め
ら
れ
泊
。
こ
れ
は
官
田
を
借
耕
さ
せ
る
よ
り
、
民
団
と
し
て
納
税
さ
せ
た
方
が
有
利
な
朕
況
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。
お
そ
ら

く
、
こ
れ
と
同
じ
紋
況
が
漏
回
の
官
固
化
よ
り
も
、
耕
作
希
望
者
に
納
税
さ
せ
る
方
を
有
利
と
す
る
剣
断
を
生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
す
す
ん
で
漏
回
の
原
占
有
者
の
績
耕
さ
え
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
大
南
寒
録
』
第
一
紀
巻
五
五
嘉
隆
十
六
年
(
一
八
一
七
〉
三
月
に
、

山
南
下
崖
鬼
社
名
属
大
安
豚
人
訴
徴
漏
因
。
田
故
有
耕
。
社
長
私
其
税
、
不
以
納
。
帝
謂
戸
部
日
、
此
回
不
宜
在
先
徴
者
得
之
例
。
敷
以

其
田
給
主
、
退
牧
税
額
三
年
。
市
杖
社
長
一
百
、
叉
責
牧
社
長
及
田
主
、
畝
銭
三
縮
、
充
賞
告
者
。
仰
遍
迭
諸
城
壁
鎖
、
嗣
有
漏
田
之

案
、
照
此
例
行
。

と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
社
長
ま
で
の
納
税
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
た
め
か
、
田
は
そ
の
ま
ま
原
主
に
給
さ
れ
、

三
年
分
の
滞
納
額
が
遁
牧
さ

れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
が
一

時
の
特
例
で
は
な
い
こ
と
は
「
嗣
有
漏
田
之
案
、

照
比
例
行
。
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
こ
れ
は
滞

納
の
責
任
を
社
長
に
集
中
さ
せ
、
か
わ
り
に
村
落
外
へ
の
土
地
占
有
権
の
移
動
を
防
ぐ
目
的
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う。

A
刀吋
，

ム
M
V

同
じ
献
況
は
漏
回
訴
告
者
へ
の
劃
躍
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
訴
告
の
奨
勘
は
す
で
に
繋
朝
期
か
ら
み
ら
れ
る
が、

庇
朝
に
は
い

っ
て
か
ら
は

と
こ
ろ
が
以
下
の
事
例
で
は
、

ー-:-9---:-

『
野
史
輯
』
巻
四

税
例
に
載
る
回
種
の
内
に
、
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通
告
占
射
謂
際
漏
負
制
御
邑
告
占
者
団
、
畝
二
十
升
。
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と
あ
っ
て
、

隠
漏
田
は
訴
告
者
の
占
有
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
通
告
占
射
田
に
お
い
て、

寒
録
』
第

一
紀
巻
一
九

嘉
隆
元
年
(
一
八

O
二
)
十
一
月
に
、

北
城
臣
奏
言
、
諸
鎮
隠
漏
団
地
洲
土
者
多
。
請
令
社
民
徴
寒
。

其
数
有
姦
隠
者
、
聴
郊
邑
徴
之
。

と
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
嘉
隆
初
期
に
お
い
て
は
悪
質
な
隠
漏
回
は
近
揮
の
村
落
の
人
が
訴
告
し
て
、
こ
れ
を
占
耕
す
る
こ

4
句
吻

h
u
v
 

と
が
許
さ
れ
た
。
こ
れ
は
流
民
国
土
の
慮
置
と
同
じ
く
、
耕
作
者
の
村
落
籍
を
問
わ
ず
、
田
土
の
蹄
属
を
明
確
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
納
税

「
局
都
邑
告
占
者
」
と
あ
る
の
は
お
そ
ら
く

『大
南

を
増
加
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
嘉
隆
十
六
年
例
で
は
、
先
述
の
如
く
、
隠
漏
田
は
そ
の
ま
ま
原
占
有
者
の
耕
作
経
営
に
委
ね
ら
れ
、
訴
告
者
は
社
長
と
原
占
有
者

か
ら
畝
ご
と
に
三
絹
の
銭
を
得
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
は
、
土
地
占
有
の
他
村
落
へ
の
移
轄
を
防
ぎ
、

納
税
の
安
定
化
を
は
か

っ
た
も
の
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。

明
命
期
に
は
い
る
と
、
漏
田
問
題
は
彊
豪
層
の
政
庖
と
か
ら
ん
で

一
層
深
刻
化
す
る
。
『
大
南
寒
録
』
第
二
紀

二
八
)
九
月
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

巻
五
四

明
命
九
年
(
一
八

- 10ー

帝
令
興
遁
臣
禽
樹
、
著
見
吏
役
弓
豪
多
有
遁
同
歎
隠
、
乃
奏
請
、
按
之
以
法
。
凡
遺
漏
国
土
者
、

室
度
之
。
帝
識
之
日
、
弓
猪
之
風
、
誠

信
用
可
悪
。
但
立
法
須
求
善
後
、
不
務
苛
細
、
要
嘗
従
中
掛
酌
、
使
弓
猪
者
畏
法
、
自
新
小
民
、
亦
得
蒙
其
利
、
方
合
朝
廷
大
鐙
。

こ
こ
で
は
、
地
方
官
が
吏
役
ヨ
豪
が
逼
同
し
て
国
土
を
遺
漏
す
る
針
策
と
し
て
、
新
法
を
定
め
て
検
度
を
行
な
え
と
建
議
す
る
の
に
封
し
、
明

命
帝
は
苛
細
の
法
を
立
て
.す
掛
酌
を
旨
と
す
る
誌
を
だ
し
て
レ
る
。
こ
れ
は
先
の
公
団
典
買
問
題
に
お
け
る
朝
廷
の
割
腹
と
完
全
に
一
致
す

る
。
す
な
わ
ち
、
園
家
権
力
の
介
入
に
よ
る
混
凱
護
生
を
怖
れ
て
、
村
落
内
の
個
別
権
力
支
配
を
是
認
し
、
こ
れ
に
よ
る
村
内
の
安
定
を
求
め

た
の
で
あ
る
。

『大
南
寒
録
』
第
二
紀

明
命
十
五
年
ハ
一
八
三
四
〉
に
い
た
る
と
、
漏
田
と
い
え
ど
も
原
占
有
者
に
そ
の
績
耕
を
許
す
嘉
隆
九
年
及
び
十
六
年
例
が
再
確
認
さ
れ
る
。

AmH55 

明
命
十
五
年
九
月
に
、

次
の
よ
う
な
上
奏
が
載
る
。

巻

一
三
五



海
陽
布
政
陳
文
忠
請
安
摺
言
、
北
折
之
民
、
多
有
荒
漏
回
土
。
固
躍
聴
外
人
報
墾
。
:
:
:
請
凡
公
田
土
遺
漏
者
、
聴
所
在
民
績
徴
、
私
田

帥

土
遺
漏
者
、
聴
田
主
績
徴
。
:
:
:
二
三
年
間
、
想
不
至
、
向
多
荒
漏
、
其
外
人
報
墾
控
徴
、
姑
且
禁
止
。

こ
こ
で
は
荒
閑
田
や
漏
回
を
村
外
の
人
の
開
墾
納
税
に
ま
か
せ
る
こ
と
の
禁
止
が
請
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
射
し
て
戸
部
は
次
の
よ
う
な
議
を

行
な
う
。以

鴛
民
間
国
土
、
所
以
多
荒
漏
者
、
由
其
民
習
於
遊
惰
、
委
置
荒
蕪
、
或
慣
矯
欺
隠
、
不
肯
徴
納
。
事
之
未
設
也
、
則
私
賄
銀
鏡
、
以
求

其
兎
控
、
既
設
也
、
則
交
結
観
遣
、
以
求
其
曙
減
、
沿
襲
久
己
成
風
。
是
以
向
衆
凡
有
遺
漏
、
誼
轄
外
人
得
以
報
徴
、
節
鰹
裂
出
漏
回
、

以
千
百
畝
計
者
。
亦
是
瑳
姦
止
弊
之
一
端
也
。
今
若
禁
止
之、

則
荒
漏
者
、
終
無
摘
護
之
期
、
而
歎
謄
者
、
更
得
以
遠
其
姦
実
。

と
し
て
、
荒
漏
の
田
が
生
ず
る
の
は
そ
の
民
が
遊
惰
で
あ
る
か
、
姦
悪
で
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
村
外
民
が
こ
れ
を
耕
作
納
税
す
る
の
で
な
け
れ

ば
、
こ
の
姦
を
裂
く
手
段
が
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
漏
田
の
存
在
が
村
落
内
部
の
共
謀
に
よ
っ
て
臆
産
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
封
策
と
し
て
戸
部
が
上
申
し
た
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

-11ー

帥

請
嗣
凡
諸
地
方
各
社
村
公
私
田
土
、
従
来
有
耕
無
徴
、
脱
漏
版
籍
、
誼
聴
由
所
在
府
牒
自
首
。
著
簿
起
科
、
以
設
費
之
年
矯
始
。

こ
こ
で
は
自
首
が
奨
勘
さ
れ
、
課
税
も
護
費
の
年
か
ら
で
よ
い
と
す
る
。
で
は
先
の
村
外
者
の
も
つ
告
設
機
能
に
つ
い
て
は
、

故
不
首
者
、
不
論
何
祉
村
人
、
均
聴
赴
官
陳
訴
、
即
将
隠
漏
者
、
按
律
治
罪
、
再
按
畝
責
牧
銭
三
糧
、
充
賞
告
者
、
田
土
仰
給
主
管
業
。

と
あ
っ
て
、
た
だ
自
首
の
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
い
ず
こ
の
社
民
で
あ
っ
て
も
隠
漏
田
を
告
裂
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
し
か
し
そ
の
場
合

も
隠
漏
回
の
占
有
は
依
然
と
し
て
原
占
有
者
に
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
嘉
隆
十
六
年
例
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
る
が
、
自
首
制
に
重
貼
が
お

か
れ
る
だ
け
、
村
落
の
自
律
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
明
命
帝
は
戸
部
の
上
奏
を
さ
ら
に
廷
議
に
附
す
。
廷
臣
の
合
議
上
に
よ
り
、
明
命
帝
が

決
定
し
た
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

廷
議
奏
上
請
、
凡
諸
地
方
公
私
田
土
、
有
耕
無
徴
者
、
限
自
明
命
十
六
年
至
十
八
年
、
三
年
内
、
聴
各
社
民
誼
田
主
、
由
所
在
、
自
首
績

徴
。
若
限
外
不
首
、
聴
外
人
得
以
告
裂
。
向
在
限
内
、
九
訴
出
遺
漏
箪
献
、
誼
不
準
理
、
以
止
訟
端
。
惟
回
土
之
遺
漏
有
二
。
有
於
原
徴

473 
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各
慮
所
中
漏
出
者
、
亦
有
別
蕗
全
幅
壷
是
隠
漏
者
。
以
原
有
徴
、
市
不
壷
致
勘
度
、

開
剰
出
者
、
蹄
之
原
耕
、
亦
属
有
理
。
若
夫
別
慮
全

幅
、
従
加熱登
籍
、
経
人
訴
出
、

復
得
何
蓄
耕
徴
、
不
失
自
家
故
物
、
則
其
故
意
欺
隠
者
、
持
何
俸
市
不
馬
乎。

請
嗣
凡
遺
漏
国
土
、
篤
人

設
費
、
何
者
於
原
徴
在
簿
、
各
躍
中
剰
出
、
何
依
部
議
掛
理
。
其
別
鹿
全
幅
、

照
原
例
、
断
蹄
先
徴
者
得
。
如
「づ
猪
貧
園、

覇
占
於
原
徴

剰
出
之
田
土
、
埋
立
底
抜
、
指
鴛
別
島
全
幅
、
妄
自
起
争
、
即
按
律
重
治
、
其
田
土
断
簡
国
主
。
:
:
:
帝
準
如
議
行
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
戸
部
原
案
の
通
り
、
漏
回
の
訴
告
よ
り
も
自
首
を
重
ん
じ
て
い
る
。
自
首
の
期
間
は
三
年
と
し
、
こ

の
聞
の
訴
告
は
と
り
あ

げ
ず
、
こ
の
聞
の
自
首
に
つ
い
て
は
原
占
有
者
の
耕
作
に
委
ね
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
が
適
用
さ
れ
る
の
は
村
落
内
の
地
簿
に
漏
れ
た
小

村
落
外
の
大
量
の
漏
回
は
故
意
の
歎
陪
と
し
て
、

認地
め方
らで
れあ
た伺つ
。 て

原
例
(嘉
隆
九
年
例
の
こ
と
で
あ
ろ
う
)
に
し
た
が
っ
て
先
徴
者
の
占
有
が

こ
う
し
て
、

漏
田
摘
設
は
律
例
中
の
漏
田
混
官
を
含
め
た
最
格
な
罰
則
の

一
方
で
、
村
落
外
訴
告
者
の
占
有
↓
村
落
外
を
含
む
耕
作
納
税
者

の
占
有
↓
村
落
内
の
原
占
有
者
の
占
有
と
す
す
み
、
滞
納
額
も
滞
納
分
全
部
↓
一
二
年
l

聞
の
滞
納
分
↓

一
年
聞
の
滞
納
分
の
納
入
で
許
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
漏
回
摘
援
に
よ
る
牧
税
確
保
の
原
則
が
、
し
だ
い
に
村
落
自
律
性
の
壁
の
前
に
妥
協
を
絵
儀
な
く
さ
れ
、
村
落
内
部

か
ら
撤
退
し
て
い
く
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
嘉
隆
四
年
か
ら
成
泰
元
年
に
い
た
る
八
十
四
年
聞
に
わ
た
っ
て
、
回
数
そ
の

12ー

も
の
に
嬰
化
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
明
命
期
以
降
額
在
化
す
る
こ
う
し
た
朕
況
の
具
鐙
的
な
表
現
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

明
命
期
に
お
け
る
人
丁
の
把
握
朕
況

帥

田
簿
と
ち
が

っ
て
庇
朝
丁
簿
質
物
の
分
析
が
で
き
な
い
た
め
、

知
り
え
ず
、
全
般
的
な
数
値
か
ら
こ
れ
を
想
定
す
る
し
か
な
い
。
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
一
八

O
三
年
か
ら
一
九
四
七
年
に
い
た
る
六
次
の
全
園
組

A
w
w，
 

丁
放
を
あ
げ
て
い
勺
ι

衣
に
人
丁
の
把
握
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

一
村
ご
と
の
具
瞳
的
な
把
握
度
は

な
る
ほ
ど
こ
れ
を
見
る
限
り
で
は
、
一
八

O
三
年

(嘉
隆
二
年
〉
に
は

四
六
高
五

O
八
丁
で
あ
っ
た
も
の
が

一
八
四
七

年
に
は

一
O
二
高
四
三
八
八
と
二
倍
近
く
に
増
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
表
は
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
調
査
地
域
に
増
減
が
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表E

銀名|譲宅837予告iif|省名|鳴す幣;??撹持号室;if
懐 徳 5， 100 河内 48，350 51，871 64，201 60，257 

山南上 38， 700 南定 78，268 70，898 

山南下 40，900 興安 20，584 19，730 

小計 84，700 163，053 150，885 

海陽 23，900 海陽 49，475 43，906 

京北 43，900 北 寧 49，335 52，235 63，774 45，723 

山 西 35，400 山西 27，363 30，191 51，304 44，076 

興化 6，300 輿化 11，219 9，715 

宣光 3，800 宣光 6， 734 3，331 

安瞭 2， 100 康安 3，639 2，950 

諒 山 5，300 諒 山 11，224 7，491 

高卒 8，000 高卒 11，013 9，429 

太原 6， 700 太原 11，710 9，461 

総計 I193，389 383， 145 326，967 

あ
り
、

丁
数
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
丁
教
の
把
握
度
の
徹
密
化
を
示
す
も
の

で
は
な
い
。

具
睦
的
に
丁
簿
の
粗
密
を
知
る
に
は
、
各
省
別
の
丁
教
の
嬰
化
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
の
知
る
史
料
の
中
で
は
、
『
大
南
寒
録
』
第

一

紀

巻

三

三

嘉
隆
六
年
(
一

八
O
七
)
十
二
月
に
北
城
(
北
折
)
の
統
計

が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
各
省
ご
と
の
統
計
は
な
い
。
次
に
同
巻
六

O

嘉
隆
十
八
年
(
一
八
一
九
〉
に
戸
部
が
上
せ
た
諸
城
壁
鎮
地
丁
綿
加
の
記

事
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
全
土
の
各
鎖
別
丁
数
が
載
る
。
こ
れ
が
示
す
北
城

一
一
鎮
一
府
の
糟
計
は
二
二
高

O
一
O
O丁
で
あ
り
、

こ
れ
は
嘉
隆
六
年

の
一
九
高
三
三
八
九
丁
に
比
べ
て
、

一
四
パ

ー
セ

ン
ト
の
増
大
で
あ
る
。

A
U，
 

し
か
し
、
「
生
者
不
計
、
死
者
不
除
」

と
い
わ
れ
る
故
禦
の
常
行
鰍
で
さ

A
H
M7
 

'M
HV
 

ぇ
、
同
地
域
で
二
六
蔦
八
九
九

O
丁
と
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
よ
う
や
く

- 13ー

繋
末
の
把
握
度
に
近
附
い
た
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
な
お

『
大
南
一
統
志
』

北
折
編
に
あ
げ
る
各
省
別
の
丁
数
は
こ
の
嘉
隆
十
八
年
の
も
の
で
あ
る
。

明
命
年
聞
で
は
『
大
南
通
圏
各
省
騨
姑
里
路
』
附
明
命
社
籍
民
教
に
、

明
命
年
間
(
一
八
二
O
J
一
八
四
O
)
の
年
読
は
特
定
で
き
な
い
が

各
省

別
に
詳
細
な
丁
教
が
載
っ

て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
数
字
を
嘉
隆
十
八
年
の

総
数
と
比
較
す
る
と
、
約
七
四
パ
ー
セ
ン
ト
の
増
加
を
み
て
い
る
。
増
加

の
著
し
い
の
は
非
デ
ル
タ
の
五
省
で
、
興
化
は
七
八
パ
ー
セ
ン
ト、

贋
安
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は
七
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
諒
山
は
一
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

宣
光
は
七
七
パ
ー
セ

ン
ト、

太
原
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る。

『大
南
曾
奥

戸
部
正
賦
丁
簿
に
よ
れ
ば
、
贋
安
省
は
明
命
十
八
年
(
一

八
三
七
)
、
ま
た
諒
山
・

太
原

・
宣
光

・
輿
化
・

高
卒
の
各
省
は
明

命
二
十
一
年
(
一
八
四
O
)
ま
で
常
行
簿
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
の
増
加
は
明
命
十
八
年
、
明
命
二
十
一

年
以

後
の
簿
で
な
け
れ
ば
み
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「
明
命
社
籍
民
数
」
の
数
字
は
明
命
末
年
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

事
例
』
巻
三
九

も
う

一
つ
明
命
十
八
年

(
一
八
三
七
)
春
に
北
折
の
河
内

・
山
西

・
北
寧
諸
省
で
開
選
を
行
な
っ
た
記
録
が
、

七
八
に
載
る
。

こ
れ
に
は
「
前
課
」
か
ら
の
増
加
数
が
同
時
に
附
さ
れ
て
お
り
、

逆
算
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

帥

こ
れ
を
北
寧
に
限
っ
て
み
る
と
、

『大
南
寒
録
』
第
二
紀
巻

一

六
年
前
の
明
命
十
二
年
(
一
八

嘉
隆
十
八
年
の
数
値
か
ら
六
年
ご
と
の
閲
濯
の

、引
J
，

'
M刷、

度
に
ほ
ぼ
七
パ
ー
セ
ン
ト
ず
つ
増
加
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
人
口
の
自
然
増
加
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ

ば
、
嘉
隆
末
年
か
ら
明
命
期
に
か
け
て
、
か
な
り
巌
密
な
関
選
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
。

事
賞
、
明
命
十
八
年
の
閲
選
に
お
い
て

は
、
前
謀
に
比
し
て
増
加
率
が
七
分
に
及
ば
な
か
っ
た
と
し
て
、
選
官
へ

の
賞
が
停
め
ら
れ
て
い
る
。

一一〉

の
数
字
を
同
三
省
に
限
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
間

本
来
、
漏
丁
の
罪
は
嘉
隆
十
二
年

〈
一
八

二
二
)
頒
布
の
『
皇
越
律
例
』
巻
六
戸
律
に
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

凡
社
長
陪
漏
丁
口
、
係
有
家
業
団
産
者
、
一
丁
杖
六
十
ο

毎

一
丁
加
一

等
五
了
満
杖
。

六
丁
杖
六
十
、

徒
一
年
、
毎
三
丁
加
一

等
、
如
七
丁

八
丁、

亦
止
科
。

以
杖
六
十
、
徒
一
年
之
罪
。
至
九
丁
乃
加
一

等
杖
七
十
、
徒
一
年
中
て
徐
倣
此
。

十
八
丁
満
徒
。
二
十
一

丁
、
以
流
論
。
毎
五
丁
加

現
有
家
産
一

丁
、
毎
三
丁
加
一

等
、
十
五
丁
満

- 14ー

一
等
、
罪
止
揃
流
。
無
家
業
国
産
者
、
十
二
丁
菟
論
。
三
丁
杖
六
十

P

毎
無
家
産
三
丁
、

杖
。
十
八
丁
杖
六
十、

徒
一
年
、
毎
九
丁
加

一
等
。
如
自
十
九
丁
、
至
二
十
六
丁
、
亦
止
科
、
以
杖
六
十
、
徒
一
年
之
罪
、

二
十
七
丁
、
乃
加
一
等
、

杖
七
十
徒
一
年
半
、
徐
倣
此
。
五
十
四
丁
瀦
徒
。
六
十
三
丁
、

以
流
論
、
毎
十
五
丁
加
一
等
、
罪
止
痛
流
。
俵
如
隠
漏
、
有
家
産
五
丁
、
無
家
産
三

丁
、
有
家
産
主
丁
、
満
杖
、
無
家
産
三
丁
、
准
作
有
家
産
一

丁、

科
以
杖
六
十
、
徒
一

年
之
罪
。

そ
の
内
容
を
見
る
と
、
漏
丁
の
家
業
田
産
の
有
無
に
よ
っ
て
、
社
長
の
罰
に
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
無
産
の
漏
丁
の

一
・
二

丁
に
つ
い
て
は
罪
が
菟
じ
ら
れ
る
し
、
そ
の
上
も
無
産
漏
丁
三
丁
が
有
産
漏
丁
一
丁
の
刑
に
等
し
い
。



『
大
南
寒
録
』
第
一
紀
白
巻
五
六
、
嘉
隆
十
六
年
九
一
八
一
七
〉
八
月
に
は
こ
の
犠
漏
丁
口
律
の
改
訂
が
載
る
。

其
在
籍
寒
戸
、
社
長
姦
供
魚
逃
者
、
一
丁
杖
七
十
、
毎
一
丁
、
加
一
等
。
四
丁
滴
杖
、

五
丁
杖
六
十
、
徒

一
年
。
毎
三
丁
、
加

一
等
、
十

七
丁
満
徒
。
二
十
丁
以
流
論
、
毎
五
丁
、
加
一
等
、
罪
止
漏
流
。
:
:
:
在
籍
生
人
、
社
長
姦
供
鶏
死
者
、

一
丁
満
徒
、
二
丁
擬
流
組
徒
四

年
。
三
丁
流
二
千
里
、
四
丁
流
二
千
五
百
里
、
五
丁
満
流
、
毎
二
丁
、
加
一
等
。
至
七
丁
絞
監
候
、
九
丁
斬
監
候
、
毎
三
丁
、
加
一
等
、

至
十
二
丁
続
決
、
十
五
丁
斬
決

0

・
:
:
・
社
長
隠
漏
姦
供
、
及
祉
民
知
情
同
情
者
、
限
一
月
内
、
首
菟
。
達
者
治
如
律
。

先
ず
、
こ
こ
で
は
漏
丁
の
有
産
・
無
産
の
別
が
消
え
、
か
わ
っ
て
歎
隠
法
の
別
に
よ
る
量
刑
の
差
が
現
わ
れ
る
。
戸
律
の
欺
隠
漏
ロ
は
若
干
重

く
な
っ
て
、
在
籍
の
貫
戸
を
逃
散
し
た
と
し
て
欺
隠
す
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
次
に
生
者
を
死
者
と
し
た
場
合
は
、
漏
一
丁
の
段
階
で
す
で

に
戸
律
の
漏
丁
十
八
丁
分
と
同
じ
刑
が
課
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
九
丁
で
は
「
斬
監
候
」
、
十
五
丁
で
は
「
斬
決
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る。

に
、
嘉
隆
末
年
に
い
た
り
、
漏
丁
に
つ
い
て
の
社
長
へ
の
量
刑
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
‘

h

」

?
』

さ
ら
に
明
命
八
年
〈
一
八
二
七
)
に
は
北
折
地
方
の
閲
選
例
が
成
典
化
さ
れ
る
。
『
大
南
寒
録
』
第
二
紀
巻
四
四

帝
叉
以
北
城
前
課
閲
選
事
、
属
一
初
向
未
著
成
典
、
則
命
戸
部
詳
議
。
部
臣
参
照
康
卒
以
南
、
父
安
以
北
諸
轄
、

定
、
有
来
及
者
補
之
、
太
過
者
節
之
。
請
永
著
鴬
例、

復
命
廷
臣
覆
議
準
定
、

施
行
。

と
あ
っ
て
、
造
簿
式
・
慣
選
法
・
設
場
所
・
涯
官
吏
・
給
款
頓
・
定
眼
役
・
立
程
限
・

修
加
籍

・
懲
欺
陪

・
徹
穴
濫
の
十
項
目
に

つ
き
、
細
則

が
詳
細
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。

明
命
八
年
三
月
に
、

向
掛
篠
款
、

- 15ー

従
中
酌

こ
れ
ら
、
漏
丁
の
禁
例
強
化
及
び
閲
選
瞳
式
の
整
備
が
、
嘉
隆
末
年
か
ら
明
命
十
二
年
に
か
け
て
の
丁
数
増
加
を
み
た
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
明
命
年
聞
に
お
い
て
は
、
回
土
の
把
握
献
況
は
村
落
自
律
の
壁
の
前
に
、
嘉
隆
期
よ
り
は
後
退
し
て
い
る
の
に
射
し
、

人
丁
の
把
握
は
法
例
及
び
数
字
の
上
で
は
は
る
か
に
強
化
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
田
簿
の
作
製
も
ま
た
関
濯
も
、

全
て
基

帥

本
的
に
は
里
長
の
自
己
申
告
を
そ
の
原
則
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
人
丁
の
調
査
に
お
い
て
の
み
、
村
落
の
自
律
性
が
後
退
す
る
の
は
肯
け
な

477 

し、。
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で
は
人
丁
の
把
握
は
園
家
に
と
っ
て
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
の
か
。
次
に
こ

の
問
題
を
見
て
み
た
い
。

‘
凸
叫
，

ん位、

閲
選
例
は
繋
朝
期
以
降
、
大
典
六
年
・
小
典
三
年
と
し
て
施
行
さ
れ
た
、
人
丁
類
別
の
た
め
の
調
査
で
あ
る
。
人
丁
類
別
の
目
的
は
徴
兵
と

丁
税
賦
課
に
あ
る
。
園
家
歳
入
に
お
け
る
丁
税
の
比
率
を
知
る
直
接
的
な
史
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
嘗
た
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
人
丁
把
握
の

強
化
が
、

丁
税
の
面
で
い
か
に
歳
入
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
か
は
知
り
え
な
い
。
た
だ
、

田
賦
と
異
な
り
丁
税
は
銭
納
が
原
別
で
あ
り
、

し
か

も
他
の
銭
税
の
中
で
、
丁
税
の
も
つ
比
率
は
匪
倒
的
に
大
き
い
。
た
と
え
ば
明
命
嗣
徳
年
聞
の
紅
河
デ
ル
タ
の
国
税
に
お
け
る
銭
納
分
は
、

絹
銭
一
陪
、
調
銭

畝
ご
と
に
什
物
銭

一陪、

券
庫
畝
銭
公
田
十
五
文
私
田
三
十
文
に
す
ぎ
な
い
が
、
丁
税
(
身
銭
)
は
社
項
員
子
一
貫

一
陪、

4
0dq
 

'M
nL
H
、

六
陪
の
計
一

貫
八
回
に
及
ぶ
。
し
た
が

っ
て
、
税
額
中
に
お
け
る
銭
敷
の
増
加
は
丁
税
の
増
加
、
即
ち
丁
教
の
増
加
に
伴
な
う
納
税
率
の
向
上

を
示
す
と
し
て
よ
い
。

明
命
年
間

お
是け
年る
丁翠
回年
銭度
粟歳
金 入
銀額
舎は
言十 『

勘奇
寒
録
Ib. 

第

紀

巻
六

明
命
元
年

(
一
八
二

O
〉
十
二
月
に
、

戸
部
奏
上、

丁
六
十
二
高
二
百
四
十
除
人
、

田
三
百
七
高
六
千
三
百
敵
、

叉
二
高
六
千
七
百
五
十
齢
頃

~ 16一

所、

銭
一
百
九
十
二
高
五
千
九
百
二
十
徐
絹
、
粟
二
百
二
十
六
高
六
千
六
百
五
十
徐
餅
、
金
五
百
八
十
齢
雨
、
銀

一
高
二
千
四
十
蝕
雨
。

と

あ

り

、

明

命

二

十

一

年

(

一
八
四
O
〉
十
二
月
に、

ま
た
問
書
第
二
紀
巻
二
二

O

戸
部
上
、
是
年
丁
田
税
例
綿
班
、
人
丁
九
十
七
寓
五
百
十
六
人
、
国
土
四
百
六
高
三
千
八
百
九
十
二
敵
、
粟
二
百
八
十
寓
四
千
七
百
四
十

四
餅
、
銭
二
百
八
十
五
高
二
千
四
百
六
十
二
網
、
金
一
千
四
百
七
十
一
両
零
、

銀
十
二
高
一
千
一

百
十
四
雨
。

と
あ
る
。
こ
の
二
十
年
を
隔
て
た
雨
者
の
数
字
を
比
較
す
る
と
、
人
丁
が
五
六

・
五
パ

ー
セ
ン
ト
、

銭
が
四
八

・一

パ
ー
セ

ン
ト
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
し
先
の
偲
読
が
正
し
け
れ
ば
、
こ

の
両
者
の
増
加
率
の
近
似
は
、
開
選
に
よ
る
人
丁
把
握
の
強
化
が
、

現
賓
の
丁
税
徴

牧
に
お
い
て
も
大
き
な
数
果
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

五
七 次

に
、
関
濯
の
機
能
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
兵
丁
徴
集
の
面
で
は
、
い
か
な
る
数
果
を
も
っ
た
だ
ろ
う
か
。

明
Am十
年
ハ
一
八
二
九
)
二
月
は
、
次
の
よ
う
に
明
命
年
聞
の
兵
丁
徴
集
の
事
情
を
停
え
る
。

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀

巻



定
北
城
逃
丘
(鹿
分
例
。
城
臣
奏
言
、
城
轄
棟
丘
ハ
額
数
二
高
二
千
九
百
蝕
人
。

節
衣
逃
亡
、
至
九
千
五
百
除
人
。

究
其
致
弊
之
由、

有
吐
民

以
流
徒
未
壷
還
復
信
用
辞
、
市
不
肯
填
者
。
有
郷
豪
里
長
、

頂
冒
充
填
、
荷
園
塞
責
者
。

有
鎮
府
鯨
組
、
催
差
不
力
者
。
有
管
率
書
吏
、
索

擾
多
端
者
。
有
兵
丁
不
耐
勤
務
、

障
給
随
逃
者
。
請
自
今
兵
丁
在
民
掛
欠
者
、
責
之
府
鯨
及
楓
里
長
。
在
伍
遁
逃
者
、

責
之
率
除
率
什
及

室
百吏
。
按
数
定
罪
、
使
知
所
懲
。
帝
命
兵
部
議
、
請
白
木
年
正
月
朔
以
後
、
凡
従
前
逃
兵
所
在
績
境
、
至
年
底
向
欠
者
、
援
欠
数
之
多

寡
、
分
別
科
擬
、
以
震
催
解
考
成
之
例
。
鎮
府
鯨
各
以
十
分
魚
率。

欠
三
分
以
上
、
答
四
十
、

毎
二
分
、
加
一
等
、
罪
止
杖
八
十
、
照
例

降
罰
。
本
年
以
後
、
如
有
逃
欠
、
照
此
例
行
。

A
可
叩

'M
n、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
城
の
棟
丘
(
の
定
員
二
高
二
九

O
O齢
人
の
内
、
逃
亡
が
九
、
五

O
O齢
人
、
す
な
わ
ち
四

一
パ
ー
セ

ン
ト
強
に
い
た

っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
逃
亡
の
内
容
は
、
付
一
般
民
丁
の
レ
ベ
ル
で
は
逃
亡
を
理
由
に
し
て
薩
召
し
な
い
者
が
あ
り
、

∞
不
正
に
名
義
を

貸
し
あ
っ
て
村
落
か
ら
の
供
兵
敷
を
ご
ま
か
す
郷
豪
里
長
が
お
り
、
同
地
方
官
も
ま
た
督
率
せ
ず
、
帥
そ
の
下
吏
も
ま
た
し
き
り
に
む
さ
ぼ
る

者
が
あ
り
、
伺
丘
ハ丁
に
丘
ハ
役
に
耐
え
か
ね
て
逃
亡
す
る
者
が
い
る
か
ら
だ
と
す
る
。
こ

の
内
、
重
要
な
の
は
付
J
伺
で
あ
り
、
明
命
八
年
以
降

の
丁
籍
の
整
備
に
も
拘
ら
ず
、
現
買
に
は
召
集
に
雁
じ
な
い
層
や
、
こ
れ
を
か
く
ま
う
村
落
有
力
者
層
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

し
た
が
っ
て
、

先
ず
そ
の
責
任
は
現
場
で

の
徴
集
責
任
者
で
あ
る
知
府
・
知
豚
・

正
穂

・
里
長
に
負
わ
せ
ら
れ
、

割
嘗
数
の
三

O
パ
l
セ
ン

- 17ー

ト
を
依
け
る
場
合
は
答
刑
が
課
せ
ら
れ
る
。

兵
律
に
規
定
さ
れ
る
軍
人
替
役
(他
人
を
雇
っ
て
兵
役
を
代
替
さ
せ
る
こ
と

γ
従
征
守
禦
官
軍
逃

〈出
征
中
、
ま
た

は
軍
務
中
に
逃
亡
す
る
こ
と
〉
の
罪
、

あ
る
い
は
同
書
巻
六

本
来
『
皇
越
律
例
』
巻
一

O

戸
律
に
お
け
る
逃
避
差
役
の
罪
は
い
ず
れ
も
、

あ
っ
て
、
社
長

(里
長
)
層
、が
、
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
逃
亡
慮
分
例
の
意
味
は
、
明
命
中
期
に
お
い
て
は
、
村
落
の
壁
が
定
数
の
四

O
パ
ー
セ
ン

ト
に
及
ぶ

兵
役
忌
避
者
を
出

し
、
し
か
も
園
家
は
そ
の
壁
の
中
に
は
い
っ
て
、
忌
避
者
を
追
及
す
る
権
能
を
す
で
に
も
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
に
明
命
期
に
お
け
る
人
丁
把
握
の
た
め
の
努
力
は
、
丁
数
の
増
加
・
さ
ら
に
丁
税
の
増
加
と
い
う
面
で
は
成
果
を
あ
げ
え
て
も
、

逃
亡
者
自
身
へ

の
健
刑
が
原
則
で

479 
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徴
兵
機
能
の
貼
で
は
そ
の
放
果
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

牧
税
・
召
集
の
義
務
が
社
長
(
里
長
)
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、

」
れ
ら
法
令
を
放
果
あ
ら
し
め
る
か
ど
う
か
は

--
J
-

中
J

ふ
/

社
長
居
の
主
躍
的
選
捧
に
か
か
っ

て
レ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

あ
え
て
推
測
を
遣
し
く
す
れ
ば

納
税
は
村
落
自
律
の
代
償
と
し

て
、
村
落
側
の
よ
く
甘
受
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
も
、

兵
丁
の
供
出
は
村
落
自
律
の
基
盤
に
閲
わ
る
も
の
と
し
て
、
逃
丘
(と
い
う
村
落
側
の
抵

抗
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
れ
ば
、
丁
税
の
増
加
さ
え
、

一
面
で
は
村
落
自
律
の
披
張
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ

う

四

里
長
の
成
立
と
意
義

以
上
、
公
団
の
典
寅
・
漏
田
の
摘
震

・
漏
丁
の
摘
震
・

逃
兵
の
防
止
の
い
ず
れ
に
お
レ
て
も
、

と
が
確
認
さ
れ
た
。
村
落
行
政
の
一
切
の
責
任
が
社
長
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
は
、

社
長
及
び
社
長
に
代
表
さ
れ
る
村
落
有
力
者
居
の
村
落
内
統

治
の
権
力
が
是
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

社
長
(
里
長
)
へ
の
責
任
が
強
化
さ
れ
た
こ

- 18ー

倒

本
来
、
村
落
行
政
を
掌
る
官
は
社
長
で
あ
る
。
社
長
制
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
竹
田
龍
見
氏
に
簡
単
な
概
設
が
あ
る
。
社
長
は
洪
徳

十
四
年

(
一
四
八
三
)
に
正
式
に
設
置
さ
材
、

儒
生
生
徒
あ
る
い
は
良
家
子
弟
の
中
か
ら
府
鯨
州
官
に
よ

っ
て
揮
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

A
司

ト

nv

八
世
紀
に
園
家
権
力
が
衰
頒
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
選
任
は
村
落
共
同
種
の
自
主
性
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
。

伺

筆
者
も
先
に
嘉
隆
年
聞
に
お
い
て
は
、
公
回
分
給
業
務
の
壷
く
は
社
長
任
行
が
許
さ
れ
て
い
た
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社
長
権
限
の
扱
大
過

程
、
及
び
村
落
に
よ
る
そ
の
選
任
権
奪
取
の
過
程
に
つ
い
て
は
別
に
専
論
が
必
要
で
あ
る
が
、
明
命
九
年

(
一
八
二
八
)
に
お
い
て
、

明
命
九
年
七
月
に
、

十
」の
村

落
に
よ
る
社
長
選
任
櫨
は
法
的
に
認
許
さ
れ
る
。

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀

巻
五
三

定
北
城
揮
置
里
長
例
。
先
是
兵
部
左
侍
郎
領
北
城
兵
曹
庇
徳
潤
入
観
、
歴
陳
民
間
里
正
郷
豪
之
弊
。
帝
欲
麓
革
之
、
議
筆
臣
目
、
北
城
豪

彊
之
徒
、
武
断
郷
曲
。
其
保
置
里
長
、
或
取
諸
傍
議
、
以
筈
其
姦
欺
、
或
委
諸
罷
腰
、
以
便
其
役
使
。
遇
有
租
課
兵
径
諸
公
務
、
則
藷
事



分
肥
。
甚
有
唆
促
卒
民
、
臆
匿
姦
細
、
弊
端
不
一
而
足
。

治
至
兵
糧
詞
訟
、
股
有
墨
擬
。

首
催
督
者
、
地
方
上
司
、
亦
惟
蹄
之
下
戸
、
責

之
所
司
、
市
郷
豪
等
、
反
得
巧
脱
於
法
網
之
外
。
溜
来
、

兵
逃
税
欠

・
獄
訟
紛
挙
・
頑
犯
脱
逸
、
積
弊
欧
有
。
由
来
、
未
可
専
譲
於
下
戸

之
彫
荒
、
民
風
之
頑
薄
也
。
今
嘗
如
何
立
法
、
以
舷
積
習
、
可
詳
議
以
開
。
至
是
議
上
、
請
諸
祉
村
坊
、
各
置
里
長

一
了
。
敷
自
五
十
人

以
上
、
増
置
副
里
長
一
。
一
百
五
十
人
以
上
、
増
置
副
里
長
二
。
均
以
物
力
勤
幹
者
震
之
。

由
該
総
及
郷
民
同
僻
保
奉
、
府
豚
詳
間間
報

鎖
、
給
之
文
愚
木
象
。
凡
一
郷
之
事
、
悉
以
専
責
。
三
年
考
察
、
能
者
奏
請
、
奨
賞
里
長
、
以
外
委
副
総
、
或
試
差
該
線
用
。
副
里
長
、

同

以
里
長
用
。
罷
頼
貧
墨
者
斥
之
。
保
拳
人
、
亦
坐
以
失
事
之
罪
。

帝
允
其
議
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
ず
在
村
の
豪
彊
が
里
長
職
を
そ
の
一
議
で
固
め
、
租
税
・
兵
循
・

公
役
に
不
正
を
働
き
、

宮
司
は
こ
の
責
任
を
一
般
農
民

に
轄
嫁
す
る
の
み
で
、
ま
た
そ
の
官
吏
の
責
任
を
追
及
し
て
も
、

質
際
の
姦
凶
で
あ
る
郷
豪
は
法
網
の
外
に
巧
脱
す
る
舵
す
る
。
こ
の
よ
う
な

郷
豪

・
彊
豪
・

豪
右
が
、
郷
曲
に
武
断
し
、
中
央
権
力
の
浸
透
を
阻
む
現
象
は
、
庇
朝
で
は
早
く
か
ら
指
弾
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
針
策
と
し
て
上
疏
さ
れ
た
の
が
里
長
制
で
あ
る
が
、
で
は
こ
れ
は
奮
来
の
吐
長
制
と
い
か
に
異
な
る
だ
ろ
う
か
。
先
ず
、
社
長
の
定
員

削
刊

に
つ
い
て
み
る
と
、
繋
朝
治
下
で
は
洪
徳
以
来
、
戸
数
に
庭
じ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。
明
命
九
年
例
で
は
こ
れ
が
人
数
制
に
な

っ
て
い
る。

し

伺

か
し
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
庇
朝
の
前
身
に
あ
た
る
贋
南
朝
の
制
を
縫
承
し
た
も
の
で
、
改
正
と
い
う
に
は
あ
た
ら
な
い。

次
に
定
員
を
戸
数
(
人
数
)
比
で
み
る
と
、
洪
徳
二
十
一
年
(
一四
九
O
)
の
析
祉
例
令
で
は、

大
社
、
五
百
戸
以
上
、
社
長
五
名
。
中
社
、
三
百
戸
以
上
、
社
長
四
名
。
小
社

一
百
戸
以
上
、
社
長
二
名
。

と
規
定
さ
れ
る
。
禦
朝
後
期
で
は
、
こ
の
戸
数
制
さ
え
暖
昧
に
な
っ
て
い
た
と
み
え
、

『故
繋
律
令
』
保
祉
長
瞳
式
で
は、

E
社
、
社
正
・
社
史
・
杜
膏
。
中
社
、
社
正

・
社
史
・
祉
脅。

小
社
、
社
正
・
祉
膏
。

と
な
る
。
こ
こ
で
は
、

E
枇
・
中
位
・
小
祉
の
別
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
戸
数
の
規
定
は
失
な
わ
れ
て
い
る
。
事
貫
、
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『
南
定
省
地
簿
』
に
み

481 

え
る
社
長
屠
の
人
数
は
そ
の
祉
の
大
小
と
闘
わ
り
な
く
、

里
長
制
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
っ
そ
の
職
名
も
公
け
の
規
定
と
は
無
縁
な
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
明
命
九
年

例
は
、

俗
例
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
村
落
内
職
色
の
定
数
化
・
制
度
化
を
目
指
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
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る。
次
に
里
長
の
資
性
で
あ
る
が
、

明
命
九
年
例
で
は
「
物
カ
才
幹
」
の
者
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
繋
朝
以
前
に
比
べ
れ
ば
著
し
く
簡
単

伺

伺

で
あ
る
。
た
と
え
ば
察
朝
後
期
で
は
「
儒
生

・
生
徒
」
「
良
家
子
弟
、
識
字
才
幹
、
年
己
及
格
、
衆
所
推
服
者」

「良
家
子
弟
・

儒
生

・
官
員

判

子
孫

・
鶴
男
・
生
徒
、
弁
有
皐
識
廉
卒
勤
幹
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
比
べ
里
長
の
資
性
規
準
と
し
て
は
む
し
ろ
後
退
し
て
い
る
。

b
p
 

次
に
そ
の
選
出
法
に
お
い
て
は
、
該
組
と
郷
民
の
保
翠
に
よ
っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
察
朝
期
で
は
府
儒
官
の
選
任
が
原
則
で
あ
る
。

し

か
し
、
察
朝
後
期
以
降
、

そ
の
選
出
法
に
お
け
る
祉
内
勢
力
の
位
置
が
増
加
し
て
く
る
。

『
故
繋
律
例
』
保
山
班
長
健
式
で
は
、

許
本
社
官
員
大
小
連
名
記
字
、
若
保
翠
失
寒
経
呈
、
府
豚
官
査
宴
、
軽
者
論
罰
、

重
者
充
軍
。

と
あ
っ
て
、
い
ま
だ
に
官
員
に
限
ら
れ
る
と
し
て
も
、
村
内
有
力
者
の
共
同
推
薦
が
重
要
な
選
任
規
準
と
な

っ
て
い
る
。

官

職

志

社

官

に

は

繋

末

の

社

長

選

任

朕

況

を

、

『
歴
朝
憲
章
類
誌
』

巻

一
四

官
名
沿
革
之
別

其
後
久
而
腰
格
不
能
復
行
。

ふ
れ
V

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
察
朝
末
期
に
は
府
牒
州
官
は
、
社
民
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
社
長
を
追
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ

龍
徳

・
永
祐
三
七
三
二
J
一
七
四
O
)
而
後
、

置
杜

一
任
於
民
、

課
法
底
弛
、

而
官
不
復
以
重
視
之
会
。
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ぅ
。
と
す
れ
ば
、

こ
れ
も
、

禦
末
以
来
の
社
長
選
任
慣
行
を
追
認
し
、

こ
れ
に
該
総
の
同
辞
保
謬
を
必
要
と
す
る
貼
が
加
わ
っ
た
に
す
ぎ
な

L、。
そ
の
該
総
も
設
置
嘗
初
の
明
命
三
年
〈
一
八
二
二
〉
は
府
豚
員
ま
た
は
鎮
の
官
吏
が
汲
遣
さ
れ
る
と
さ
れ
た
が
、

制

り
「
外
委
副
総
」
を
設
置
し
て
里
長
の
中
の
敏
幹
な
る
者
を
選
ん
で
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
現
買
に
は
ほ
と
ん
ど
の
該
組
は
里

ハ
イ
ズ
オ
ン

長
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
ら
し
く
『
全
轄
官
吏
隷
組
里
履
歴
加
』
を
み
る
と
、
海
陽
省
の
維
新
六
年
(
一
九

二
ニ
〉
に
お
い
て
在
籍
し
た
正
融

八
人
、
副
組
六
人
の
内
、

七
人
が
里
長
経
験
者
で
あ
る
。
ま
た
残
り
も
在
地
の
有
力
者
と
思
わ
れ
、
官
員
の
経
験
者
は
い
な
い
。
こ
の
朕
況
が

も
し
明
命
期
に
ま
で
遡
及
し
う
る
も
の
な
ら
、
該
線
の
保
問
苧
も
在
地
の
利
害
と
は
無
縁
で
な
か
っ
た
ろ
う
。

明
命
九
年
(
一
八
二
八
〉
よ

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、

こ
の
新
里
長
制
が
そ
の
意
園
の
如
く
、
村
内
有
力
者
層
の
抑
制
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
数
果
を
も
っ
た
と
は
考
え
ら



か
え
っ
て
そ
の
権
能
を
公
認
化
す
る
方
向
に
向
っ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
法
例
を
前
述
の
明
命
十
五
年
の
漏
田
禁
止
例
、
明

命
十
年
の
逃
丘
ハ
昆
分
例
に
お
け
る
社
長

・
里
長
層
へ
の
慮
置
と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
明
命
里
長
制
と
は
、
園
家
権
力
が
一
切
の
公
的
責
任
を
村

落
の
公
的
代
表
者
た
る
里
長
に
集
約
し
、
そ
の
か
わ
り
に
村
内
の
個
々
の
人
丁
へ
の
介
入
を
全
て
放
棄
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
例
文
中
の
「
凡
一
郷
之
事
、
悉
以
専
責
」
と
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

れ
ず
、

五

明
命
均
田
例
の
分
析

こ
の
よ
う
に
、
明
命
期
に
お
い
て
は
村
落
自
身
の
自
律
性
が
向
上
す
る
と
と
も
に
、

園
家
権
力
の
側
で
も
、

そ
の
自
律
性
を
最
下
位
行
政
単

位
の
安
定
の
た
め
に
積
極
的
に
利
用
す
る
傾
向
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
傾
向
の
中
で
、

嘉
隆
以
来
の
均
田
例
の
理
念
、
中
で

も
圏
家
秩
序
の
村
内
強
制
と
い
う
面
も
大
き
く
饗
改
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀
明
命
二
十
年
(
一
八
三
九
)
十
月
に
以
下
の
奏
言
が
載
る
。

巻
二

O
七
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戸
部
奏
言
。
嘉
隆
年
間
、
口
分
田
制
、
自
一
品
職
官
、

至
吏
役
兵
民
、
均
給
分
数
各
有
差
等
。
惟
此
田
制
、
乃
在
官
員
俸
例
未
定
之
前

耳
。
葱
仕
者
既
有
朝
廷
俸
様
、
乃
復
興
村
邑
兵
民
、
共
分
公
団
之
利
、
於
理
想
篤
未
嘗
。
請
凡
諸
轄
祉
民
公
団
、
只
援
兵
民
及
吏
役
未
預

支
俸
者
、
按
数
酌
定
均
給
。
至
如
官
員
、
不
拘
職
品
高
下
、
皆
停
之
。
帝
允
其
議
、
惟
官
員
休
致
休
養
無
俸
可
資
。
準
各
照
醤
均
給
。

こ
こ
で
は
、
公
団
分
給
の
分
数
差
を
官
員
俸
例
施
行
以
前
の
臨
時
措
置
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
は
三
貼
に
お
い
て
虚
偽
の
上
奏
で
あ
る
。
先

ず
第
一
に
「
自
一
品
職
官
、
至
吏
役
兵
民
」
ま
で
差
等
を
設
け
て
分
給
す
る
制
は
、
十
五
世
紀
末
の
洪
徳
均
回
例
に
お
い
て
始
ま
り
、
以
後
永

制

盛
・
嘉
隆
の
二
均
田
例
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
も
の
で
、
決
し
て
嘉
隆
期
に
俸
例
の
代
替
と
し
て
臨
時
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

伺

第
二
に
官
員
俸
給
中
に
占
め
る
公
団
分
給
の
利
盆
の
比
率
は
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

十
春
服
銭
)
に
劃
し
て
公
団
利
得
は
約
二
割
に
す
ぎ
な
い
。
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比
率
の
た
か
い
フ
ン
イ
ェ

ン
省
の
官
吏
を
想
定
し
た
も
の
で
、

た
と
え
ば
従
九
品
官
の
受
け
る
俸
給

(俸
銭

正
一
品
で
は
わ
ず
か
に

0
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
公
団

一
般
に
は
公
国
利
得
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
低
い
も
の
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
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公
団
分
給
の
差
は
名
目
的
な
も
の
で
、
俸
例
の
代
替
物
と
な
り
う
る
わ
け
も
な
い
。

第
三
に

『
大
南
舎
典
事
例
』
巻
五
七
に
よ
れ
ば
、

庇
朝
期
に
官
員
俸
例
が
ほ
ぼ
定
式
化
し
た
の
は

嘉
隆
十
七
年

(
一
八
一
八
)

で
あ
り
、

ほ
ぼ
二
十
年
も
た
つ
て
か
ら
「
俸
例
未
定
之
前
」
の
法
で
あ
る
と
し
て
、
官
庶
の
給
田
差
等
を
問
題
と
す
る
の
は
う
な
ず
け
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
官
員
吏
役
へ
の
給
田
差
等
が
問
題
と
な
る
の
は
、

俸
例
施
行
の
如
何
と
は
ま
ず
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

ろ
う。し

た
が

っ
て
、
こ
の
奏
文
の
主
旨
は
、
す
で
に
俸
給
を
得
て
い
る
官
吏
が
、
村
落
内
の
兵
民
と
公
団
の
利
を
共
に
す
る
の
は
理
想
に
あ
わ
な

い
と
い
う
貼
に
あ
る
。
現
在
、

し
か
し
官
吏
が
、
量
的
に
は
た
と
え
僅
か
で
も
村
落
内
で
の
特
権
を
自
ら
放
棄
す
る
た
め
に
は
、

『
大
南
宴
銭
』
の
原
史
料
に
あ
た
れ
な
い
朕
況
で
は
、
こ
の
上
奏
の
背
景
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

や
は
り
何
ら
か
の
官
吏
持
分
権
に
劃
す
る
村

落
側
の
不
満
、が
強
力
に
表
現
さ
れ
た
状
況
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
百
六
睦
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
す
で
に
推
定
の

枠
を
超
え
て
レ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
中
央
様
力
の
側
よ
り
す
る
村
落
自
律
の
公
認
も
し
く
は
推
進
と
い
う
全
鐙
的
な
獣
況
の
中
で
は
、
お
そ

ら
く
か
か
る
村
落
側
の
不
満
を
放
置
し
、

そ
の
結
果
、
村
内
有
力
者
層
及
び
一
般
村
民
と
、

村
内
官
吏
と
の
酎
立
を
惹
起
す
る
の
は
望
ま
し
く
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な
い
と
す
る
園
家
権
力
の
側
の
判
断
が
推
定
さ
れ
る
。

ま
た
あ
る
い
は
、
嘉
隆
均
回
例
の
規
定
に
も
拘
ら
ず
、
十
八
世
紀
以
来
、
公
国
分
給
を
完
全
に
そ
の
管
理
下
に
置
い
て
き
た
村
落
は
、
現
寅

に
は
官
吏
持
分
を
ま
っ
た
く
無
親
し
て
い
た
と
い
う
献
況
が
あ
り
、
園
家
権
力
は
こ
れ
を
追
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
段
階
で
園
家
権
力
は
村
落
自
律
の
壁
と
、
村
落
内
吐
曾
構
造
の
安
定
の
前
に
、

嘉
隆
均
田
例
に
お
け
る
唯

一
の
「
公

団
」
的
表
現
で
あ
っ
た
園
家
秩
序
の
強
制
の
側
面
を
自
ら
撤
回
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ

の
新
例
は
即
座
に
現
地
の
地
方
官
か
ら
そ
の
修
正
を
要
求
さ
れ
る
。

左
に
引
く
の
は
『
大
南
寒
録
』
第
二
紀
巻
二

一

回

明
命
二
十
一
年
夏
六
月
に
載
る
均
田
例
関
係
文
で
あ
る。

改
定
均
給
口
分
回
土
例
。
科
道
院
世
治
等
疏
き
尺
去
年
戸
部
議
準
、
諸
轄
枇
民
均
給
公
団
、
凡
社
内
丘
ハ
民
及
吏
役
来
支
俸
者
、
以
至
老
疾



孤
寡
、
各
按
項
酌
給
分
数
。
徐
官
員
不
拘
官
品
高
下
、
均
無
得
預
。
誠
以
有
縁
者
不
可
輿
無
縁
者
分
利
也
。
惟
民
間
国
土
、
各
自
不
問
。

或
有
公
私
相
関
、
或
有
全
是
公
者
。
故
九
無
私
田
土
各
社
村
、
向
来
官
吏
兵
民
、
均
子
公
団
土
結
立
家
園
、
己
成
基
祉
。
五
職
官
若

一
葉

停
給
、
則
其
妻
子
之
在
郷
貫
者
、
無
寸
土
以
矯
居
失
。
請
麿
量
興
土
宅
、
照
例
納
税
。
帝
命
廷
臣
議
奏
、
以
魚
公
団
土
所
以
均
利
。
今
官

員
既
有
俸
様
、
若
復
旬
以
品
秩
差
等
、
照
給
口
分
、
則
以
有
株
之
人
、
而
叉
多
占
無
縁
者
之
利
、
因
不
可
。
若
探
以
官
員
既
有
俸
様
、

全
無
照
給
口
分
、
則
官
員
妻
小
之
在
貫
者
、
無
地
依
棲
、
亦
非
朝
廷
所
以
桂
悉
臣
工
之
意
。
請
凡
社
民
均
給
公
団
公
土
、
其
丘
ハ丁
臆
得
糧

田
、
依
明
命
十
七
年
部
議
照
給
。
儀
見
在
田
土
之
数
、
接
官
吏
兵
匠
及
寒
納
別
納
各
項
民
、
不
拘
品
秩
差
等
、
人
各
給
口
分
一
分
。
老
鏡

老
項
贋
疾
篤
疾
、
各
照
一
分
之
数
、
分
篤
二
成
、
人
給

一
成
。
孤
児
寡
婦
、
各
照

一
分
之
敷
、
分
震
三
成
、
人
給

一
成
。
就
中
官
吏
及
各

色
人
等
、
有
業
子
公
国
土
、
結
立
家
居
者
、
計
畝
笛
之
教
、
抵
除
臆
得
口
分
、

受
納
税
例
。
如
所
居
土
宅
、
不
及
陸
得
ロ
分
、
即
計
算
増

給
。
機
居
宅
勝
出
雁
得
ロ
分
、
則
照
所
勝
之
敷
、
鹿
納
税
例
、
各
加
一
倍
、
以
一
半
供
公
、
一
字
予
民
。
其
祉
村
不
得
指
以
見
成
基
祉
局

原
公
団
公
土
、
一
襲
撤
回
均
給
。
帝
従
其
議
。
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先
ず
庇
世
治
の
上
疏
に
お
い
て
は
明
命
二
十
年
例
の
安
嘗
性
、
即
ち
有
俸
の
官
吏
不
給
が
原
則
と
し
て
正
し
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
村

内
に
私
国
土
の
な
い
村
落
で
は
、
有
俸
官
吏
へ
の
公
団
土
支
給
を
停
止
す
る
と
、
村
落
内
に
在
住
す
る
妻
子
の
居
住
部
分
が
な
く
な
る
。
し
た

が
っ
て
土
宅
に
つ
い
て
は
分
給
せ
よ
と
す
る
。

し
か
し
、
公
土
の
土
宅
均
分
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
盛
均
田
例
の
段
階
で
、

園
家
の
管
理
擢
は
失
な
わ
れ
、

社
内
の
俗
習
に
随
う
こ
と
が

伺

明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
嘉
隆
均
田
例
で
は
土
宅
の
分
給
業
務
の
事
項
は
失
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
省
略

・
脱
落
で
は
な
く
、

制

土
宅
分
給
が
完
全
に
村
落
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
誼
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
朕
況
の
中
で
、

こ
の
庇
世
治
の
上
疏
は
ど
の
よ
う

同

な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

引
用
文
中
の
廷
臣
上
奏
の
末
尾
に
、
村
落
は
官
員
吏
役
の
家
居
が
公
団
公
土
中
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
撤
回
分
給
し
て
は
な
ら
な
い
と
あ

る
。
こ
れ
は
事
責
上
、
既
世
治
の
上
疏
へ
の
解
答
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
を
庇
世
治
の
上
疏
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
獣
況
が
あ
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る
程
度
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
命
二
十
年
例
が
施
行
さ
れ
て
、
公
団
土
の
官
員
分
給
が
禁
止
さ
れ
る
や
、
村
落
内
有
力
者
が
村
内
の
官

員
妻
子
の
土
宅
の
接
牧
を
は
か
っ
た
事
案
が
、
各
地
に
震
生
し
、

そ
れ
が
庇
世
治
の
上
疏
と
な
っ
た
可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

村
落
の
側
は
官
員
在
籍
に
も
拘
ら
ず
、
明
命
二
十
年
例
を
楯
に
、

り
、
明
命
期
に
お
レ
て
は
、
村
落
内
の
官
員
の
権
威
は
在
地
的
な
威
勢
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
園
家
権
力
の
強
制
を
伴
な
っ
て
は
じ
め
て
貫
現

と
す
れ
ば、

そ
の
妻
子
の
公
土
宅
か
ら
の
立
退
き
を
迫
っ
た
こ
と
に
な

化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
明
命
二
十
年
例
に
よ
っ
て
生
じ
た
村
落
に
よ
る
官
員
土
宅
の
接
牧
へ
の
割
庭
、
園
家
秩
序
と
村
落
自
律
の
針
立
の
妥
協
と
し

て
揮
ば
れ
た
の
が
、

+品、

官
員
土
宅
の
納
税
に
閲
す
る
中
段
の
規
定
で
あ
る
。

」
れ
に
よ
れ
ば
、

村
落
内
の
官
吏
・
各
色
人
の
公
団
土
内
の

宅
地

い
ま
だ
村
落
在
籍
民
と
し
て
の
一
持
分
に
も
達
し
な
い
場
合
は
、
持
分
ま
で
の
増
給
を
許
し
、
偲
に
既
存
の
家
屋
の
宅
地
が
持
分
を
超
過

し
て
い
た
場
合
は
、
超
過
分
の
税
例
を
二
倍
と
し
て
、

一
宇
を
園
家
に
納
税
し
、
他
の
一
宇
は
「
予
民
」
す
る
。
お
そ
ら
く
は
村
費
と
す
る
の
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意
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
公
土
に
射
す
る
官
員
宅
地
の
優
越
権
は
失
な
わ
れ
、

か
ろ
う
じ
て
一
般
民
丁
と
同
じ
権
利
が
興
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
土
宅
管

理
に
お
け
る
村
落
側
俗
習
の
優
越
性
が
公
認
さ
れ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

で
は
、

こ
の
官
員
土
宅
を
除
く
、
廷
臣
上
奏
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
先
ず
公
団
は
そ
の
分
給
に
あ
た
っ
て
は
、
兵
丁
に
糧
田

明
命
十
七
年
(
一
与
三
ハ
)
に
定
制
化
さ
れ
て
い
る
。

朝
の
男
兵
口
分
田
に
遡
り
、
園
家
と
村
落
の
関
係
理
解
に
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
こ
れ
は
別
稿
に
一
議
る
。

一
切
の
品
秩
に
拘
ら
ず
、

を
支
給
す
る
。

糧
回
は
兵
丁
の
た
め
に
公
団
か
ら
控
除
さ
れ
る
分
で
、

こ
の
淵
源
は
繋

次
に
齢
の
田
土
を
官
吏
・
兵
匠
・
寒
納
・
別
納
各
項
に
、

一
分
を
支
給
し
、

老
鏡

・
老
項
・
篤
疾
は
二
分
の

一
と

し
、
孤
児
寡
婦
は
三
分
の

一
と
す
る
。

ペヨ
，

bu、

オ
リ
イ
は
十
九
世
紀
末
の
公
団
受
給
者
を
四
等
に
分
け
る
。
第

一
等
は
分
給
蓋
帳
の
第

一
位
か
ら
第
二
十
位
ま
で
で
二
十
歳
か
ら
五
十
歳
ま

A
リ，

h
u
v
 

で
の
民
丁
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
分
給
の
先
後
に
よ
っ
て
回
の
優
劣
・
大
小
に
差
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

原
則
的
に
は
卒
等
に
分
配
さ
れ



品
目
ザ

る
。
第
二
等
は
責
丁
・
老
項
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
般
民
丁
の
二
分
の

一
を
と
る
。

第
三
等
は
老
樹
で
、

こ
れ
は

一
般
民
丁
の
三
分
の
一
を
と

る
。
第
四
等
は
孤
児
・
寡
婦
で
こ
れ
は
第
三
等
よ
り
さ
ら
に
小
さ
い
割
嘗
を
受
け
る
。

こ
れ
を
、
明
命
二
十
一
年
例
と
比
較
す
る
と
、
老
錦
町
が
二
分
一
か
ら
三
分
の
一
に
低
下
す
る
な
ど
、
若
干
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
ハ
門
官
吏

・

役
丁
等
の
園
家
秩
序
に
よ
る
差
別
は
見
ら
れ
な
い
、
口
一
般
へ
の
分
給
も
饗
朝
以
来
の
分
制
に
よ
ら
ず
、

一
般
社
丁
を
一
分
と
し
、
選
法
秩
序

に
よ
っ
て
二
分
の
一
・
三
分
の
一
と
減
額
す
る
と
い
う
こ
黙
に
お
い
て
、
原
則
的
に
は
完
全
に

一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

か
く
て
、
近
世
公
団
の
制
度
的
な
確
立
は
こ
の
明
命
二
十
年
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

明
命
均
田
例
は
、
十
五

世
紀
に
お
け
る
公
自
制
の
成
立
以
来
、
自
律
化
を
強
め
る
村
落
が
村
落
内
の
「
公
団
」
を
共
有
国
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
い
わ
ば
最
終
的
な

表
現
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

お

わ

り

- 25ー

本
論
は
別
論
の
糧
回
制
の
展
開
及
び
新
村
へ
の
公
団
賦
輿
と
セ
ッ

ト
に
し
て
、
明
命
期
に
お
け
る
園
家

・
村
落
関
係
を
村
落
共
有
田
の
成
立

遁
程
を
通
じ
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
木
論
の
み
で
の
結
論
は
い
ま
だ
遁
早
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
各

節
で
の
論
貼
を
整
理
し
、
そ
の
問
題
貼
と
、
今
後
の
立
論
の
展
墓
を
述
べ
て
結
論
に
か
え
た
い。

第
一
に
公
田
典
賓
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
嘉
隆
二
年
例
が
、

彊
豪
屠
の
私
利
の
た
め
の
典
買
を
公
固
化
さ
せ
る
と
い
う
批
剣
に
も
拘
ら
ず
、

村
落
の
安
定
の
た
め
に
明
命
期
を
通
じ
て
墨
守
さ
れ
た
。

第
二
の
明
命
期
の
土
地
質
態
の
把
握
に

つ
い
て
は
、
①
現
存
す
る
地
簿
を
み
る
限
り
、

嘉
隆
四
年
以
降
の
更
改
の
あ
と
は
み
ら
れ
ず
、

②
北

部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
国
土
総
数
も
増
加
し
た
と
は
思
わ
れ
ず
、
③
漏
田
禁
例
も
嘉
隆
年
聞
の
先
耕
者
・
訴
告
者
へ
の
占
有
権
移
動
原
則
が
後
退
し

て
、
原
占
有
者
の
権
利
が
復
活
し
て
、
滞
納
分
も
大
幅
に
減
菟
さ
れ
る
な
ど
、
村
落
の
自
律
性
の
前
に
、
園
家
権
力
が
後
退
す
る
傾
向
が
額
著

487 

で
あ
る
。
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第
三
に
人
丁
の
把
握
に
つ
い
て
は
、

国
土
と
は
逆
に
閲
選
法
が
整
備
さ
れ
、

か
つ
漏
丁
禁
例
が
厳
格
に
な
り
、
質
際
に
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

の

組
丁
数
は
明
命
期
に
大
幅
に
増
加
す
る
。
そ
の
始
以
果
は
丁
税
の
増
加
と
し
て
は
現
わ
れ
る
が
、
兵
丁
の
確
保
と
い
う
面
で
は
失
敗
す
る。

こ
れ

は
村
落
の
側
に
園
家
権
カ
と
の
妥
協
と
抵
抗
が
選
律
的
に
行
な
わ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

第
四
に
班
豪
に
よ
る
村
落
支
配
の
打
破
を
目
的
と
し
て
、

里
長
制
へ
の
移
行
が
見
ら
れ
る
が
、
法
文
を
分
析
す
る
限
り
、
従
来
の
社
長
制
と

か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

第
五
に
こ
の
よ
う
な
村
落
自
律
性
の
拙
張
、
も
し
く
は
そ
の
公
認
と
い
う
傾
向
の
中
で
の
明
命
均
回
例
は
、

嘉
隆
均
田
例
に
お
け
る
唯

一
の

固
有
田
的
要
素
で
あ
る
村
落
内
へ
の
園
家
秩
序
の
強
制
と
い
う
黙
を
自
ら
放
棄
し
、
村
落
共
有
国
と
し
て
の
近
世
公
団
の
原
型
を
確
立
し
た
。

し
た
が

っ
て
、
以
上
の
五
つ
の
面
に
閲
す
る
限
り
、

明
命
治
下
で
推
進
さ
れ
た
政
治
的
中
央
集
権
化
政
策
は
、
社
舎
的
な
中
央
集
権
化
、
す

な
わ
ち
村
落
内
部
へ
の
園
家
権
力
の
浸
透
に
い
た
ら
ず
、
む
し
ろ
各
行
政
村
落
内
部
の
自
律
性
を
た
か
め
る
傾
向
を
示
す
。
そ
れ
は
ポ
プ
キ
ン

の
説
く
よ
う
な
最
下
位
行
政
車
位
の
組
織
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
園
家
権
力
が
下
部
構
造
の
安
定
を
は
か
る
た
め
に
、
村
落
の
個
別

- 26一

権
カ
の
抵
抗
と
妥
協
す
る
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
村
落
側
の
主
鰻
的
力
量
が
よ
り
評
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
事
態
の
き
わ
め
て
一
般
的
な
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
村
落
は
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
、
ポ
プ
キ
ン
の
主
張

の
如
く
、

一
般
の
存
在
で
は
な
く
、
内
部
に
政
治
的
有
力
者
層
と

一
般
農
民
、

さ
ら
に
最
下
層
の
零
細
胞
民
民

・
加
熱
産
農
民
層
と
の
深
刻
な
樹
立

を
含
み
、
外
部
に
は
匠
賊
化
し
た
流
民
と
の
抗
争
に
面
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
本
論
で
、

」
れ
を
「
村
落
側
」
と
す
る
の
は

い
わ
ば
園
家
権
力
に
劃
す
る
相
封
的
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
問
題
を
公
団
制
に
限
れ
ば
、
明
命
期
公
団
は
均
田
例
に
闘
す
る
限
り
、
村
落
共
有
田
と
し
て
の
位
置
を
許
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
糧
田

制
の
残
蝕
部
分
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

嘉
隆
以
後
確
立
さ
れ
た
兵
丁
俸
給
田
と
し
て
の
糧
田
制
は
依
然
健
在
で
あ
る
。

ま
た
明
命
期
に
北
部
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
沿
岸
部
で
園
家
の
E
大
な
投
資
で
生
ま
れ
た
新
腕
の
村
落
に
劃
す
る
大
量
の
公
回
賦
興
に
関
し
て
も
、
村

落
自
律
性
が
貫
徹
さ
れ
よ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
同
じ
く
、
明
命
末
年
、
中
部
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
卒
定
省
で
行
な
わ
れ
た
、
私
田
の

一
部
公
団
化
と
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川
仰
な
お
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
文
化
使
値
及
び
数
育
の
面
か
ら
、
ほ
ぼ

等
質

な
成
員
に
よ
る
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
の
凝
集
性
を
述
べ
て
い
る
。
〉
-
∞
-

者
。
。
ι臼
E
0・
。
。
遺
書

5
ξ
お
お
札
河
内
g
N
R
h
S芯

s
h
p
b
3
3ミ
-

E
F
∞。日門
O
P
S吋
タ
目
当

-
H
Sーロ叶・

明
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
豪
自
に
あ
た
る
者
と
し
て
、
下
級
官
位
の
保
持
者

・

下
吏
・
退
役
軍
人

を
あ
て
て
い
る
(
巧
。
。
仏
包
含
・
ヨ
ミ

E
ヨ

SR同

門
り
と
誌
記
〉
白
色
町
内
・

3
-
H
E1
5
30

制
巧
。
。

e
=
F
4・円札〉司・
5
叶
・
し
か
し
、
こ
れ
は
誤
り
で
、
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
村
落
が
武
装
し
て
い
た
記
録
は
李
朝
期
(
拙
稿
「
李
朝
期
(
一

O
一

0
1
一
一
一
一
五
)
紅
河
デ
ル
タ
開
拓
試
論
」
『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』
一
八

l
二
二
八
二
頁
J
二
八
三
頁
)
に
も
見
ら
れ
、
十
八
世
紀
に
は
村
落
自

衛
が
闘
家
に
よ
り
認
め
ら
れ
(
竹
田
鶴
見
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
於
け
る
園
家

権
力
の
構
造
」
『
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
権
力
構
造
の
史
的
考
祭
』

竹
内

書
庖

一
九
六
九
年

一一一
四

ta、
さ
ら
に

十
九
世
紀
に
は
い
る
と
水

匪
・
清
匪
等
の
攻
勢
に
相
到
し
、
民
男
・
民
夫
・
祉
勇
と
い
わ
れ
る
村
落
自

衛
軍
が
も
っ
ぱ
ら
活
関
し
て
い
る
(
た
と
え
ば
『
大
南
寒
鍛
』
第
四
紀

各
六
嗣
徳
四
年
三
月
、
巻
二
て
嗣
徳
十
二
年
六
月
、
各
三
七
嗣
徳

二
十
年
十
月
等
〉
。
ま
た
嗣
徳
三
十
二
年
(
一
八
七
九
)
に
は
「
結
民
勇
」

の
上
奏
が
な
さ
れ
、
質
施
さ
れ
て
い
る
(『
大
南
寒
録
』
第
四
紀
経
六

一

同

年
六
月
)
。
な
お
フ
ラ
ン
ス
寧
が
北
部
に
侵
入
し
た
時
期
に
村
落

が
武
装
し
て
い
た
例
は
回
。

Z
E
E
-
qミ
2
君
、
。
h

刊
誌
急
吋
S
F
3・

3
コP
H∞由
N・
Z-合
ωl
品
HAH
に
載
る
。

川

w
ω
-
r・司
our-P
叫

d
Z
N
N
h
H
H
t
g
b
h
p
a
s
h-吋
宮
、
。
N
ES
N
N円円。
.

Rw若
い
て
。
¥
H
Nミ
-hHN
句。円に
G

S
て
な
shHヨ
・
回
R
E
O》ご

H由吋由・

帥

芸

品
唱
〈

E
同
F
E
Z
-吉
岡
ハ
法
王
布
承
膿
廊
〉
グ
1
ル
ー
に
よ
っ
て
引
用

さ
れ
て
以
来
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
の
自
律
性
を
指
す
僅
諺
と
し
て
有
名
。

た
だ
し
、
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
こ
れ
を
正
確
に

吋
F
O
U唱旬
。『

p
o
oヨ
-

U
O
円。円曲円。

r
a
p
g
任。

2
M
g自白
O

問
手
。
〈
己
創
問
?

と
誇
出
し

て
い
る
(
要
。
主
的

F
P・
4
・
町民同
・
司
-HE
)
の
に
針
し
、
ポ
プ
キ
ン

は

同，

r
o
E唱
え

手

O
O
B
3円
。
門
的
件
。
宮
内
三
手。

〈
一
己
防
問
。
官
同
0・
と
す

る
。
原
典
が
異
な
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

ω
ポ
プ
キ
γ
氏
の
も
う
一

つ
の
重
要
な
論
黙
で
あ
る
村
落
内
階
級
分
化
は

別
に
目
新
し
い
指
摘
で
は
な
い
。

豪
紳
層
の
村
落
支
配
に
つ
い
て
は
、

P

-
オ
リ
イ

(
-
Y
O
『
デ
。
、
・
町
民
h
-
H
U

・
5
)
も、

P
-
グ
l
ル
l

(℃・

0
o
c
『O
F
も
・
町
民
〉
H
V

・Mmm)
も
指
摘
し
て
お
%
、
ま
た
ジ
ャ
ン

・
シ
ェ

ノ
ー
は
豪
紳
の
土
地
所
有
に
注
目
し
て
、
村
落
を
「
封
建
的
」
な
も
の
と

し
こ
・
。

rzoEpe・
円
F

日

y
斗ω)
、
さ
ら
に
、
こ
の
村
落
「
共
同

盟」

が
、
フ

ラ
ン

ス
植
民
地
行
政
の
下
部
機
構
と
し
て
有
数
に
機
能
し
た

と
し
て
い
る
(
ぶ
ミ
・
目
v

・斗C
〉。
村
落
共
同
陸
の
階
級
性
と
植
民
地
権
力

と
の
相
互
依
存
関
係
に
つ
い
て
は
、
士
ロ
津
南
氏
に
す
ぐ
れ
た
示
唆
と
究
設

的
研
究
が
あ
る
(
吉
津
南
「
ベ
ト
ナ
ム
史
皐
界
に
お
け
る
前
近
代
史
研
究

の
一
成
果
」
『
歴
史
皐
研
究
』
三
六
六

二
七

l
二
八
頁
、
「
植
民
地
型

開
墾
地
(
コ
ン
セ
シ

ョ
ン
)
設
定
に
つ
い
て
1

フ
ラ
ン
ス
植
民
地
政
権
の

ベ
ト
ナ
ム
村
落
へ
の
関
奥
の
一

形
態
」
『
人
文
皐
報
』
一
一
四
六
五
頁

J
八
六
頁
〉
。

*
植
民
地
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
見
た
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
村
落
の
自
律
性
と
、

そ
の
行
政
制
度
を
ま
と
め
た
も
の
に

Z
m
ミ
g
〈
ω
ロ
苫
5
口問
ι

ト
Q

8
2凡な
三

G
S
E
E
S
2
礼
ぬ
』
白匂
N

b

』U
O
M

札
正
、
え
h

N

a

h

町三同柄

、
2
2
H
2
3
」マ
g
n
Q
S
可制主的

u
g
吋
H・
3
・
5
ωl
H
S
が
あ
る
。

こ
の
歓
陥
が
具
鐙
的
に
露
呈
し
た
例
を
示
す
。
た
と
え
ば
ポ
プ
キ
ン
は

- 28一
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ヴ
ェ
ト
ナ
ム
園
家
の
村
落
関
輿
の
例
と
し
て
丁
簿
の
存
在
を
強
調
す
る

(
司

4
E
P
。、・町民
H

・
3
・
5
坦
|
戸
。
〉
。
し
か
し
、
ォ
リ
イ
は
園
家
に
提

出
す
る
丁
簿
に
封
立
す
る
存
在
と
し
て
、
公
団
の
頒
給
な
ど
に
用
い
ら
れ

"
'
1
ハ
u'晶

v
y
-
-
n
ν
h
r
y

る
村
落
濁
自
の
簿
|
数
項
祉
ま
た
は
数
項
村
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
丁
簿
の
存
在
の
み
を
慾
意
的
に
採
り
あ
げ
る
以
前
に
、
丁
簿
の

作
製
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
世
界
と
、
数
項
目
砿
(
数
項
村
)
の
代
表
す
る

世
界
の
併
存
と
機
能
分
揺
を
先
ず
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

(
O『予

。、・円
F
司
-
N
3。
た
と
え
ば
、
ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
立
論
に
は
、
村
落
関

の
交
渉
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
各
村
落
が
孤
立
的
に
中
央
権
力
と
関
係
す
る

と
い
う
前
提
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
(
者
。
。
ι同
=
F
も
・
円

F

3・
ロ
ω

l
H
E
)。
こ
の
根
嬢
と
さ
れ
る
の
は
、

『
院
朝
珠
本
』
か
ら
の
引
用
に
よ

る
(
巧
。
。
仏
国

=
F
屯・

2
h・司・

5
3、
村
落
聞
の
封
立
の
事
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
人
の
土
地
所
有
は
単
に
一
つ
の
村
落
に
集
中
す
る
の
み
で
は

な
く
、
庭
く
そ
の
周
遅
の
村
落
に
分
散
し
て
い
る
こ
と
(
附
耕
〉
、
ま
た

個
人
私
有
地
に
と
ど
ま
ら
ず
、
村
落
共
有
地
さ
え
他
村
落
内
に
分
布
し
て

や

1
タ
イ

い
る
こ
と
(
其
在
)
は
、
す
で
に
ヴ
・
ヴ
ァ
ン
・
ヒ
エ
ン
、

P
-
グ

l
ル

ー
も
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
(
ヴ
・
ヴ
ァ
ン
・
ヒ
エ
ン
著
中
込

武
雄
・
大
橋
宣
二
誇
『
傍
印
に
於
け
る
公
田
制
度
の
研
究
|
村
落
共
有
地

の
法
律
的
・
祉
舎
的
・
経
済
的
研
究
』
東
京
栗
田
書
庖
一
九
四
四

年
七
四
頁
、
。

E
E
C
-
。、
・円帆
h

・
3
・M
N
坦|
目
。
)
、
筆
者
も
一
八

O

五
年
の
地
簿
の
分
析
か
ら
、
土
地
所
有
の
分
散
を
指
摘
し
て
い
る

(拙

稿
「
十
九
世
界
初
期
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
内
土
地
占
有
吠
況
の
分
析
」
四
九

頁
1
五
二
頁
〉
。
康
範
な
村
落
飛
地
の
存
在
と
、
遁
読
化
し
て
い
る
村
落

の
閉
鎖
性
・
孤
立
性
と
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

伸
拙
稿
「
嘉
隆
均
回
例
の
分
析
L

五
二
四
頁
J
五
三
九
頁
。

帥
拙
稿
前
掲
論
文
五
一
五
頁
1
五
二

O
頁
。

帥
拙
稿
「
十
九
世
紀
初
期
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
内
土
地
占
有
欣
況
の
分
析
」

三
五
頁
、
五
三
頁
。

帥
拙
稿
「
十
九
世
紀
初
期
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
村
落
内
土
地
占
有
吠
況
の
分
析
再

論
」
一

O
五
頁
J
一
O
六
頁
。

肋
ヴ
・
ヴ
ァ
ン
・

ヒ
エ

ン
は
フ
ク
イ
エ
ン
省
ド
ン
ア
イ
ン
豚
十
箇
村
の
十

九
世
紀
初
期
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
公
回
数
の
推
移
を
次
の
よ
う
に

報
告
し
て
い
る
。

即
ち
嘉
隆
地
簿
に
お
い
て
は
公
団
五
七
五
畝
(
約
一
一
一
一一

O
ヘ
ク
タ
ー
ル
〉
を
有
し
て
い
た

四
箇
村
は
一
世
紀
の
聞
に
三
七
四
畝

*
 

(約一

五
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
〉
を
失
な
い、

嘉
隆
地
簿
で
は
四
二一

畝
(
約

一
六
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
あ
っ
た
六
箇
村
で
は
六
三
八
畝
(
約
一
一一一一

O
ヘ
ク

タ
ー
ル
〉
に
増
加
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
地
鴨
神
の
上
で
は
固
定
さ
れ

て
い
る
公
回
数
が
、
質
際
に
は
寅
買
他
の
理
由
で
か
な
り
短
期
間
に
大
幅

に
嬰
移
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
(
ヴ

・
ヴ
ァ

ン
・ヒ

エ
ン
『
悌
印

に
於
け
る
公
田
制
度
の
研
究
』
二
四
頁
〉
。

*
な
お
、
換
算
数
字
は
嘉
隆
年
聞
に
つ
い
て
は

一
畝

0
・
四

O
ヘ
ク
タ
l

ル、

一
八
九
八
年
以
降
は

0
・一
三
ハ

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
し
て
計
算
し
た
も

の
で
あ
る
(
ヴ
・
ヴ
ァ

ン・

ヒ
エ

ン
前
掲
書

二
五
頁
)。

デ
イ

S
Y
マ

イ

胃

l
'
d
s

帥
典
寅
は
別
に
雇
寅
と
も
い
う
。
質
入
れ
を
青
山
味
す
る
(
拙
稿
「
嘉
隆

均
四
例
の
分
析
」
五
一
五
頁
J
五

一
七
頁
)
。
院
朝
時
代
の
典
賓
の
特
色

に
つ
い
て
は
〈
ロ
〈
自
玄

2
・
h
内
包
含
h
h
t
ミ
町
内
ま
ミ
宮
内ヨ
S
H

N

君
事
。
~V52.一九
5
2
町
内
丸
、
。
む
ね
ミ
E
遣
な
内
君
。
札
2
・
送
内
ト
白
河
内
H

語、

民法
npu
円
と
き
な
♂

iyミ
nmA町
宮
内
H

h

円。誌。若々
宮内・

5
・
E
-
Z
白ロ
o

r

H
由

8
・

3
・
8
0
0
1
M
g・

品
開
拙
稿
前
掲
論
文

- 29ー
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帥

清

部

稽
。

帥
紹
治
四
年
例
の
よ
り
詳
細
な
内
容
は

『
六
部
俊
例
』
戸
部
鐙
例
、

紹
治

二
年
(
一
八
四
二
)
以
下
に
執
る
(
『
大
南
曾
典
事
例
』
径
三
八
戸
部

禁
例
紹
治
凶
年
に
ほ
ぼ
同
文
〉
。

て

凡
公
田
土
、
選
依
嘉
隆
二
年
例
定
、
不
得
断
貰
。
若
有
緊
張
公

務
肱
雇
取
銭
文
支
排
者
、
亦
不
遇
三
年
之
限
。

其
契
内
、
大
吐
数
十

人
、
小
祉
五
六
人
、
連
名
記
指
。
其
税
例
、
明
叙
借
耕
人
受
納
等
字
、

三
年
消
本
息
、
土
田
還
祉
。
其
違
例
資
者
答
三
十
。

こ
れ
を

『
大
南
寒
鍛
』
第
一
紀
巻
二
一
嘉
隆
二
年
(
一
八

O
三
)
四
月

に
載
る
「
頁
頁
公
団
土
篠
禁
」

『刑
部
小
冊
議
例
』
戸
律
第
八
九
僚
、
奥
寅

回
宅
、

『
六
部
俊
例
』
戸
部
睦
例
嘉
隆
二
年
篠
等
と
比
較
す
る
と
、

「
其

契
内
、
大
祉
数
十
人
、
小
社
五
六
人
、
連
名
記
指
。
」
の
句
が
紹
治
四
年

例
で
は
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一

見
、
嘉
隆
二
年
例
の
改
正
の
如
く

見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
院
朝
期
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
、
一
般
の
私

有
田
土
の
賀
買
に
お
い
て
も
讃
見
人

・
預
貸
人
と
い
わ
れ
る
第
三
者
が
寅

質
文
書
に
署
名
す
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
親
質
人
に
は
社
長

・
里
長

・
郷

目
・
郷
豪

・
看
守
の
名
が
み
え
る
(
山
本
達
郎
「
安
南
の
不
動
産
賓
買
文

書
」
『
東
方
皐
報
』
東
京

二

冊

三

七

八
頁
J
三
七
九
頁
)
。
お
そ
ら

く
は
公
回
出
丹
市
民
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
公
讃
人
の
速
記
は
そ
の
晶
画
初
か
ら

必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

伺
嘉
隆
二
年
例
は
以
後
嗣
徳
年
聞
に
お
い
て
も
遵
守
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
『
六
部
僚
例
』
戸
部
位
例
嗣
徳
五
年
ハ
一
八
五
二
)
以
下
に
、

て

凡

公
団
公
土
、
若
有
緊
務
借
耕
、
取
銭
支
用
、
宜
遜
依
紹
治
四
年

例
緋
理
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
書
嗣
徳
十
二
年
以
下
に
は
、

て

凡
各
社
村
、

如
有
買
公
団
士
、
銭
文
字
。
除
毎
年
怨
畝
、

致
銭
参

貫
、
年
久
銭
議
、
卸
鈴
契
、
回
選
本
主
。
年
近
銭
未
輩
、
除
毎
畝
毎
年

銭
参
賀
、
剰
存
換
契
。

と
あ

っ
て、

嘉
隆
二
年
例
が
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
。

ま
た

『緊

例』

を
一

麗
貰
公
私
回
土
例
に
は
嗣
徳
十
九
年
(
一

八
六
六
)
十
月
の

戸
部
上
奏
と
し
て
嘉
隆
二
年
例
の
遜
守
が
請
わ
れ
て
い
る
。

帥

ウ

ッ

ド
サ
イ
ド
は
明
命
二
十
年

(
一
八
三
九
)
に
村
落
の
回
土
の
典
寅

期
間
が
三
十
年
を
過
ぎ
る
こ
と
は

禁
じ
ら
れ
た
と
す
る

(者
。
。
ι巴
ι0・

毛
・
ミ
〉
司
・

5
3
0
し
か
し
、

明
命
二
十
年
の
法
令
は

一
般
の

「民
人」

の
国
土
典
賓
の
例
で
あ
り
、
公
団
公
土
の
典
買
は
三
年
に
限
ら
れ
る。

帥

者

D
O
E
r
-
4・
5
・司・

5
ω・

伺

O
『
子
。
、
・
円N
H

・司

-a-

伺

ウ
ッ
ド
サ
イ
ド
は
地
簿
は
一

八

O
五
年
か
ら
毎
年
編
集
さ
れ
た
と
し
て

い
る
。
注
記
は
な
い
が
、

後
段
に
ひ
く
例
か
ら
み
る
と
、

『大
南
定
録
』

第
三
紀

巻
二
二
紹
治
二
年

(
一
八
四
二
)
七
月
の
「
二
部
(
兵

・
戸

部
)
臣
摺
叙
、
嘉
隆
四
年
建
修
地
簿
、
六
年
建
修
了
簿
、
経
今
簿
籍
己

成
。
遅
年
如
有
増
績
人
丁
、
増
墾
田
土
・
・
」
か
ら
引
用
し
た
と
恩
わ
れ

る
。
質
際
の
地
錦
を
み
れ
ば
こ
れ
が
具
文
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い

(巧
。
。
含

=
F
も・

2
h・官
-
H

出品
)。

伺

『
大
南
寒
録
』
第
二
紀

各
五
四

明
命
九
年
十
月
。

伺

『

大

南
寒
録
』
第
二
紀
巻
五
八

明

命
十
年
二
月
。

M
W

オ
リ
イ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
四

O
O畝
を
有
す
る

一
つ
の
村
落
は
回

簿
に
三
五

O
畝
、
牧
税
簿
に
は
二
八

O
畝
の
み
が
登
録
さ
れ
る
と
す
る

〈

O
ミ
・
。
、

-np
宅
-
gl
S
)。
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戸
部
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な
お
『
大
南
曾
典
事
例
』
巻
三
八

救
凡
国
土
遺
漏
、
於
嘉
隆
九
年
経
有
律
定
、
至
十
一
年
叉
有
戸
律
施

行
、
就
中
所
徴
税
糧
年
数
、
煩
有
差
異
。
嗣
有
歎
際
田
糧
事
夜
、
磁
依

九
年
律
定
、
照
理
科
断
、
停
有
年
限
。

帥

拙

稿

「、
氷
盛
均
回
例
の
周
透
」

二
三
七
頁
J
二
三
九
頁
、
『
大
南
曾
典

事
例
』
巻
三
七
回
制
官
田
庄
築
。

伺
繋
朝
の
隠
匿
国
土
を
訴
告
し
た
者
へ
の
賞
賜
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
永
盛

均
田
例
の
研
究
」
一一一一一一頁。

帥
拙
稿
「
嘉
隆
均
田
例
の
分
析
」
五

一
八
頁
、

「、
氷
盛
均
田
例
の
周
逸
」

八
五
頁
J
八
七
頁
。

帥
ほ
ぼ
同
文
が

『明
命
政
要
』
巻
八
重
農
下
明
命
十
五
年
に
載
る
。

同
報
墾
控
徴
は
荒
漏
田
を
耕
作
納
税
す
る
旨
の
届
け
出
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
は
村
外
民
の
報
墾
控
徴
が
こ
の
段
階
ま
で
認
め
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、
こ
れ
は

嘉
隆
九
年
例
で
い
う
「
先
徴
者
得

之
」
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

州
開
隠
漏
田
土
の
官
憲
に
よ
る
摘
震
は
、

農
民
の
反
援
を
呼
ぶ
か
ら
、

自
首

を
す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
旨
は
、

『
一
晴
恵
全
書
』
巻

一
O
清

丈
徐
論
に
み
え
る
。

制
こ
の
法
例
も
積
極
的
な
数
果
を
も
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
『
大
南
寒

録
』
第
二
紀

径
二

O
四
明
命
二
十
年
七
月
に
は
権
領
河
寧
(
河
内
・

寧
卒
)
総
督
院
公
換
が
、
洲
土
の
脱
漏
す
る
も
の
二
千
三
百
畝
を
報
告
し
、

こ
れ
に
到
し
明
命
帝
は
明
命
二
十
年
中
に
報{目
す
れ
ば
、
従
前
の
隠
漏
の

罪
は
菟
ず
る
と
し
て
い
る
。

閥

抗

朝

丁
簿
作
製
の
健
式
に
つ
い
て
は
『
大
南
曾
典
事
例
』
倉
一一一九

話
司
令
-

嘉
隆
十
六
年

務
査
丁
籍
に
詳
し
い
。

戸

部
正
賦
丁
簿
、
同
巻
三
八
戸
部
正
賦

同門

d
〈。
。
ι同

国
内
田

0

・
。
、
・
町
民
〉
司
-
H
印由・

帥
常
行
簿
に
つ

い
て
は
拙
稿
「
嘉
隆
均
回
例
の
分
析
」
五

一
九
頁
。

帥
『
大
南
寒
録
』
第

一
紀

巻
三
三

嘉
隆
六
年
十
二
月
。

同
こ
れ
ら
三
省
の
内
、
河
内
は
奮
懐
徳
府
と
山
南
上
銀
の
一
部
を
析
し
て

作
ら
れ
た
も
の
で
、
前
代
と
の
比
較
が
で
き
な
い
。
ま
た
山
西
は
著
減
が

著
し
く
、
こ
れ
も
一
般
的
な
標
本
と
し
て
は
適
首
で
は
な
い
。
山
西
で
の

民
丁
著
滅
の
理
由
は
、
第

一
に
は
三
曲
演
豚
が
別
に
関
還
さ
れ
た
こ
と
、
明

命
十
一
年
(
一
八
三
O
)
に
慈
廉
鯨
が
山
西
省
か
ら
河
内
省
に
移
っ
た
た

め
で
あ
る。

川
判
明
命
元
年
(
一
八
二
O
)、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
全
土
に
悪
疫
が
起
り
、
戸
口

の
死
亡
だ
け
で
二

O
蔦
六
八
三
五
人
に

達
し
て
い
る
と
い
う
(『
大
南
寒

録
』
第
二
紀
巻
六
)
。

こ
れ
は
同
年
了
間
の
三
三
%
に
及
ぶ
。

こ
の
大

激
減
に
も
拘
ら
ず
、
嘉
隆
十
八
年
の
京
北
丁
数
と
明
命
十
二
年
の
丁
数
と

の
差
は
五
千
人
の
増
加
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
了
簿
が
現
賓
の

人
口
地
減
を
ほ
と
ん
ど
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

同
『
大
南
曾
典
事
例
』
巻
三
八
戸
部
正
賦
禁
例
嘉
隆
二
年
(
一
八

O

一二
)
に
、

若
社
長
、
以
己
到
放
置
周
未
到
歳
、
以
生
魚
死
、
以
在
震
逃
・
:
:
漏
民
二

人
至
十
人
:
:
:
接
漏
民
一
人
:
:
:
社
長
名
答

一
百
、
給
矯
象
奴
二
年

・

・
:
社
長
品
川
嬢
漏
民
之
数
、
加
等
治
罪
、
漏
民
十
二
人
至
十
五
人
、

即
由

所
在
官
轄
奏
、
準
復
其
身
、
社
長
侃
答
一

百
、
給
盛岡象
夫
満
代
。
十
六

人
以
上
、
亦
復
其
身
、
而
社
長
仰
以
死
罪
論。

と
あ
り
、
戸
律
と
ち
が
っ

て
死
罪
を
含
む
厳
刑
が
示
さ
れ
て
い
る
。

帥

『

大
南
寒
録
』
第
二
紀
巻
四
四
明
命
八
年
(
一
八
二
七
〉
八
月
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造
簿
式
剖
注

諸
祉
民
選
錦
、
依
出
凶
卒
以
南
之
例
、
備
将
社
内
各
項
人
数
、
如
職
色
科

目
司
吏
兵
丁
畦
項
、
以
至
老
疾
逃
死
小
鏡
、
始
回
到
歳
、抽
咽
描
削
僑
寓
、

一一

分
項
数
列
、
里
長
閑
結
、
該
徳
烈
宴
、
分
震
甲
乙
丙
三
本
:
・
・
甲

木
逓
交
戸
部
、
乙
本
混
交
丘
一部
、
一
内
本
留
鎖
存
照
。

帥
制
動
常
朝
期
の
閲
選
に
つ

い
て
は
、
藤
原
利
一
郎
「
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

丁
賦
制
の
成
立
に
つ
い
て
」

『
田
村
博
士
頒
誇
東
洋
里
論
叢
』
田
村
縛

士
退
官
記
念
事
業
舎

一

九

六

八

年

五

O
O頁
J
五
O
二
頁
、
拙
稿

「
嘉
隆
均
回
例
の
分
析
」
五
三
三
頁
J
五
三
八
頁
。

制
『
大
南
曾
典
事
例
』
巻
三
七
戸
部
正
賦
回
賦
科
則
『
同
書』

巻

三
八
丁
賦
。
院
朝
の
税
制
に
つ
い
て
は
、
他
に
『
野
史
輯
』
税
例
・
紹

治
税
例
が
あ
り
、
比
較
研
究
の
要
が
あ
る
。

帥
し
か
し
『
大
雨
寒
鍛
』
で
見
る
限
り
、
こ
の
税
例
が
北
部
で
こ
の
ま
ま

施
行
さ
れ
た
年
は
殆
ど
な
い
。
多
く
の
場
合
、
減
菟

・
折
納
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
、
こ
の
数
字
は
い
わ
ば
目
安
に
す
ぎ
な
い
。

帥
院
朝
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
兵
制
で
は
徴
兵
に
よ
る
棟
兵
と
、
情
願
に
よ
る
募

丘
一
が
あ
っ
た
。
兵
丁
の
総
数
官
位
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「嘉
隆
均
回
例
の

分
析
」
五
二
九
頁
J
五
一一一一一貝
。

帥

竹

田

龍
見
「
ヴ
£
ト
ナ
ム
に
於
け
る
園
家
権
力
の
構
造
」
『
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
権
力
構
造
の
史
的
考
察
』
竹
内
蓄
広

一
九
六
九
年

一

二
O
頁
J
一
二
四
頁
。

制

『
天
南
徐
暇
集
』
同
年
係
。

伺
竹
田
龍
見
前
掲
論
文
一
一
一
四
頁
。

同
拙
稿
「
嘉
降
均
回
例
の
分
析
」
五
一
一
一
頁
。

制
『
大
南
寒
録
』
第
二
紀
各
五
七
明
命
十
年
(
一
八
二
九
〉
二
月
に

北
城
と
同
様
の
里
長
保
置
例
が
父
安
鎖
に
も
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。

伺

竹

田

龍
見

前
掲
論
文
ご
ニ

一
頁
J
二
二
二
一良。

品
開
竹
田
龍
見
前
掲
論
文
二
二
頁
、
細
稿
「
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
中
世
社
数

の
研
究
」
『
東
南
ア
ジ
ア
1

歴
史
と
文
化
』

五
一
一一一一頁
J
三
三
頁
。

制
『
大
南
寒
鍛
』
前
編
径
七
瀬
宗
孝
明
皇
帝
十
六
年
(
一
七

O
七〉

定
閥
選
盟
式
凡
二
十
二
係
。
:
:
:
一
俊
。
其
社
人
数
、
自
九
百
九
十
九

人
、
許
将
臣
社
長
十
八
人
、
四
百
人
、
許
将
臣
社
長
八
人
、
自
一
百
九

十
九
人
以
下
、
許
終
臣
社
長
二
人
、
自
七
十
人
以
下
、

許
将
臣
社
長

一

人
、
除
例
補
震
前
職
。

同
『
歴
朝
憲
章
類
誌
』
巻
一
四
。

伺
『
園
朝
詔
令
善
政
』
巻
四
敬
化
燦
例
。

制

『
故
察
律
例
』
保
社
長
鐙
式
、

『
繋
朝
詔
令
善
政
萱
本
』

景

治

七

年
(
一
六
六
九
〉
。

制
社
村
の
上
部
の
行
政
副
題
の
長
。
『
大
南
曾
典
事
例
』
巻
一
四
吏
部

八
官
制
各
線
該
終
に
、

九
何
線
丁
数
自
五
千
人
以
上
、
回
数
白
一
千
畝
以
上
、
而
事
務
段
繁、

誼
向
徳
行
程
二
三
日
、

或
四
五
日
者
、
設
該
徳
副
総
各
一

、
徐
只
設
該

純
一
。

伺
竹
田
龍
見
前
掲
論
文
一
二
四
頁。

伺

『
大
南
禽
典
事
例
』
倉
一
四
史
部
八
官
制
各
線
該
絶
明
命
三

年
・
明
命
九
年
。

伺
拙
稿
「
洪
徳
均
国
例
に
関
す
る
史
料
紹
介

ω」一
O
O
頁
J
一
一一一

一頁

拙
稿
「
嘉
隆
均
田
例
の
分
析
」
五
二
四
頁
J
五
三
七
頁
。

伺

拙

稿

「
嘉
隆
均
田
例
の
分
析
」
五
二
七
頁
。
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伺
拙
稿
「
永
盛
均
回
例
の
研
究
」
四
三
頁
。

制

拙

稿

「
嘉
隆
均
回
例
の
分
析
」
五
二
二
頁
。

伺
こ
の
時
代
、
全
村
登
く
公
団
土
で
あ
る
と
い
う
村
落
は
き
わ
め
て
少
な

ぃ
。
筆
者
の
検
索
し
た
十
九
世
紀
初
の
南
定
省
地
簿
で
は
、制到
象
と
す
る

一
九
位
一
一
村
の
内
、
こ
れ
に
あ
た
る
の
は
富
穀
祉
一
祉
の
み
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
院
世
治
の
上
疏
は
一
見
マ
イ
ナ
ー
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
か

に
み
え
る
。
し
か
し
、
南
定
省
地
簿
中
に
は
「
土
宅
園
池
。
由
本
枇
同
居
耕
」

と
さ
れ
る
地
所
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
山
南
下
庭
天
長
府
南
崎
県
豚
同
校

社
(
明
命
以
降
、
南
定
省
務
本
豚
程
川
下
線
同
美
祉
)
は
公
回
面
積
わ
ず

か
に
五
高
武
尺
(
約

0
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
〉
と
い
う
、
ほ
ぼ
全
村
私
田
の

村
落
で
あ
る
が
、
九
五
畝
九
有
一
三
尺
四
寸
(
約
三
八
・
四
ヘ
ク
タ
l

495 

ル
〉
と
い
う
「
土
宅
園
池
」
が
「
本
社
同
居
耕
」
と
さ
れ
る
。
水
田
部
分

の
私
有
化
の
進
捗
に
比
し
て
、
土
宅
の
共
有
性
が
残
存
す
る
と
い
う
、
奇

妙
な
形
を
残
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
庇
世
治
の
上
疏
は
必
ず
し
も
正
鵠

を
射
て
い
な
い
。

伺

O
『ァ。、・円帆
H
-

宅
-
a
l
E
-

何
分
給
肇
帳
に
は
数
項
社
(
臼
恥

E
ロ
m
Hご
ま
た
は
数
項
村
(
臼
恥

E
口
問

手
ひ
る
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
オ
リ
イ
の
詳
し
い
紹
介
は
菊
池

一
雅
「
ベ
ト
ナ
ム
の
祉
」
『
史
苑
』一一一四
|

二

五

三
頁
l
五
四
頁
。

ホ
ア
Y
デ
イ

ν

側

資

丁

は
一
八

i
一
九
歳
ま
で
の
男
子
。
老
項
は
五

O
裁
J
五
九
歳
の

'ens--o 

男
子
。
老
舗
院
は
六
O
歳
以
上
の
男
子
。
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ＡSTUDY ON SOME REGULATIONS CONCERNING

　　

THE LAND DISTRIBUTION SYSTEM DURING

　　　　

THE MINH MANG PERIOD (1820-1840)

　　　　　　　　　　　

Sakurai Yumio

　　

This paper analyzes the process by which ｃｏｎｓぷａ公田or state-owned

ricefields of the 15th century became communal land by the 19th century,

through an examination of some regulations covering the Land Distribution

System during the Minh Mang 明命period.　This is the ninth report of

the study on the Vietnamese traditional land distribution system.

　　

Ｐａｒt　I、

　

Ａ regulation of 1803 permitted the village chiefs to mortgage

びmg ｊかηin their villages for up to three years. In spite of objections

by local ｏ伍cials, the central government defended this regulation through

the Minh Mang period in order not to disturb the politicalｓtａはｓｑｕｏin

the villages.

　　

ＰａｒtII、The intention of the central government to make accurate

land rolls had to be revoked, most probably because of the ｅχistence of

strong village autonomy. In relation to this point, there are some indi-

cations of the ｅχistence of strong village autonomy during the Minh Mang

period. Most of the existing traditional land rolls from 1805 to 1889 are

essentially the same and they show　no sign of having been updated.

The total number of officially recorded ricefields in North Vietnam dec-

reased between 1819 and 1861, despite the ｅχtensive agricultural develop-

ment of the region during this period.　Ａ regulation of 1834 stipulated

that even when thitherto unregistered land was discovered, its “owner”

was permitted to continue to possess it as long as he paid ａland tａχfor

one year･

　　

ＰａｒtIH、Ａ regulation of 1817 proclaimed that village chiefs who

hid villagers from ｏ伍cial registers were to be severely punished.　The

system of registering adult tax paying males was improved by ａ regula-

tion of 1827. Apparently on account of these legal measures of the central

government, the number of registered males and the total amount of poll

tax collected increased during the Minh Mang period. ０ｎ the other

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一1－



hand, the conscription of registered males was not so effectively carried

out, probably due to the sabotage of village chiefs.　This may indicate

that the village chiefsぺivere selective in the kind of government orders

they were willing to comply with｡

　　

？αだIV. A regulation of 1828 concerning the appointment of village

chiefs aimed to control the selection process of the political leaders of ａ

village.

　

This regulation, however, was essentially the recapitulation of

the already existing regulation dating back to the Ｌ&黎dynasty. This fact

strongly

　

suggests

　

that

　

the

　

regulation

　

of

　

1828 ■ｗａＳ　anadministrative

“garnish” which was di伍cult to implement｡

　　

乃

renounced the privileged share　of ｏ伍cials in the cone　ｊか7z.　　This

means that the regulation of 1840 (see Sakurai, 1977) o伍cially recognized

the right of the village to control the ｃｏｎｇｄｉｅｎas communal land｡

　　

In conclusion, the ｓｏ･calledpolitical centralization of the Minh Mang

period essentially meant administrative centralization without necessarily

any accompanying concomitant social ０ｒ economic centralization at the

village level. It is my contention that this administrative centralization

in fact strengthened village autonomy.

THE RELATIONSHIP OF THE LEASING OF LAND

　

WITH MORTGAGING AND PAWNING DURING

　　　　　　　　　　

THE T'ANG PERIOD

　

From the tsutien-contractato the tienti-contracta*

HORI Toshikazu

　　　

* The tｓｕtｉｅｎ租佃-contractsare called 'land-lease'contracts below.

　　　　

The tｉｅｎti典地-contractsare contracts where land is pawned.

　　

The fact that we can find two kinds of T'ang 唐land-lease contracts

among the documents which have been discovered in Turfan 吐魯番and

Tunhuang敦煌, has already been pointed out by several persons ； one

involving persons who possessed more than enough land lending it to

peasants who had g shortage, and the other involving something like

consumption loans, in which poor peasants lent out their land in order to

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－


